
 

 

 

 

 

 

 

総務産業常任委員会（特急反訳） 

【速報版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１２月１０日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-1- 

午前１０時 開会 

○堀口委員長 皆さん、おはようございます。委員

各位におかれましては、御多忙の折、御参集をい

ただきまして、まことにありがとうございます。 

 ただいまから総務産業常任委員会を開会いたし

ます。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

常任委員会に付託されました議案第４号「裁判上

の和解について」から議案第21号「泉南市下水道

条例の一部を改正する条例の制定について」及び

請願第２号「ＪＲ新家駅南地区の安全なまちづく

りに関する請願書」の計13件について御審査いた

だくものでありますので、委員各位におかれまし

ては、よろしくお願いを申し上げます。 

 なお、本常任委員会に付託されました議案につ

いては、委員会付託事件一覧表としてタブレット

に掲載しておりますので、御参照いただきたいと

思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨

拶をお願いいたします。 

○竹中市長 おはようございます。委員長のお許し

をいただきましたので、総務産業常任委員会の開

会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

 堀口委員長さん初め、委員の皆様方には、日ご

ろから市政各般にわたりまして、深い御理解と御

協力を賜っておりますことに対し、厚く御礼を申

し上げます。 

 さて、本日の委員会は、さきの本会議で付託さ

れました議案第４号、裁判上の和解についてから

議案第８号、議案第10号から第14号、議案第20号

及び第21号について御審査をお願いするものでご

ざいます。どうぞよろしく御審査を賜りまして、

御承認を賜りますよう、お願い申し上げまして、

簡単でございますけれども、挨拶とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○堀口委員長 なお、本日、会議の傍聴の申し出が

ございます。傍聴の取り扱いについて、この際御

協議をいただきたいと思います。会議の傍聴につ

きまして、御意見等ございませんか。――――そ

れでは、傍聴者の入室を許可いたします。 

 〔傍聴者入室〕 

○堀口委員長 これより議案の審査を行いますが、

議案の内容につきましては、本会議において既に

説明を受けておりますので、これを省略し、質疑

から始めたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって審査

の方法については、提案理由並びに内容の説明を

省略し、質疑から始めることに決定をいたしまし

た。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第４号「裁判上の和解について」

を議題とし、質疑を行います。質疑ありませんか。 

○大森委員 議案一つ一つ上がってきていますけれ

ども、ここの土地、泉南市の樽井地区財産区の土

地というのは、この裁判というか、調停というか、

になっているのが10件あって、この４号と５号を

入れて10件中８件が何らかの形で、２件が不調で、

不調というか引き続き裁判をやっている状況だと

いうふうに、前のときに説明を受けたと思うんで

すけれども、あと２件の見通し、結果はわかりま

せんけれども、いつごろ話し合いが終わるような

ことになっているのかとか、裁判の最終期日とか

いうんですかね、そんなのが決まっている状況で

あれば、教えてほしいということです。 

 あと、解決した８件のうち、買い取りとか賃貸

のところはいいんですけれども、土地を返還、市

のほうに明け渡すというふうになったところも３

件でしたかね、あるというふうに聞いていると思

うんやけれども、もっとかな、そういう泉南市の

土地になったところですよね、ここはどんなふう

な形でするのか。 

 本当は、市は持っている土地をどんどん売って、

できるだけ市の収入にという方向だと思うんです

けれども、公共施設として利用できるところ、公

共施設というか、公共的に利用するような計画に

なっているのか、全く白紙になっているのか、樽

井区とそういう相談をしている途中なのか、ちょ

っとその辺のことがわかればお願いいたします。 

○眞塚行革・財産活用室参事 委員より、２つ御質

問をいただいていると考えております。 

 まず、残り２件の見通しということなんですけ

れども、御指摘のように、まだ係争中でございま
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す。中身については、基本的に訴訟ですので、調

停が不成立に終わり、裁判では退去ということを

我々は主に求めておるところで、それに対して、

相手が金額面であったり、あるいはその土地に対

する評価そのものであったりというところで、双

方がまだ折り合えていないというところが現状で

ございます。 

 すみません、係争中ですので、詳しくお話しす

る部分については控えさせていただきます。 

 ２つ目でございます。返還された土地について

の取り扱いということでございます。御指摘のよ

うに、今まで10件中３件の方が返還をいただいて

おるというところでございます。 

 基本的には財産区財産として保全をしていくと

いうことになるかと思いますが、当該土地、道路

事情等も非常に狭隘なところもあったりするので、

その周辺の整備で活用できるのか、あるいは先ほ

どの話ではないですが、残り２件の方の解決を見

た上で、あのエリア全体的にどんなことになるの

かというところを、財産区管理会の委員の方々と

ともに、今後考えてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○竹田委員 ちょっと確認をさせていただきたいと

思います。 

 議案第４号ということで、裁判上の和解という

ことでございました。ここの和解の内容の中で、

ちょっと確認をさせてほしいんですが、３項めな

んですが、これは原告に対して被告が、今後697

万円で売って、そして被告はこれを買い受けると

いうことですね。 

 この697万という金額の根拠をお示しできれば

いただきたいなと、その確認が１つであります。 

 それともう１点は、７項でありますが、ここで

要するに被告に対して５年間ということで、一定

のこういった①、②についての縛りを設けるとい

うことになるのかなというふうに思うんですが、

こういった事案について、ちょっと僕も勉強不足

でよくわからないんですけれども、この５年間と

いう期日、これは何らかの形で根拠があるのか、

あるいは話し合う中で、こういうふうな話になっ

ているのか、その点の御説明をいただきたいなと

思います。 

 以上、お願いします。 

○眞塚行革・財産活用室参事 では、１点目、地裁

第３号に書かれております金額ということでござ

いますが、これにつきましては、平成29年でした

か、当初10件の方に対して調停の申し立てをさせ

ていただきました。 

 その際に、いろいろ双方に事情があるにしても、

このまま使いますかということで、買い取り金額

のお示しを、そのときさせていただいております。

本件につきましてのこの額については、そのとき

の額のままという形で、その部分が根拠になって

おります。 

 この根拠と申しますのは、当時それを算出する

に当たって鑑定評価をした結果、不動産評価審議

会にもかけ、その額で相手に対して買い取りをお

願いしたというところですが、訴外では無理で、

調停の場になったというところでございます。 

 それから２点目でございます。５年間のいわゆ

る買い戻し特約というものになるんですが、これ

は本市の泉南市公有財産規則の第42条に用途指定

という項目がございまして、本来であれば、土地

については一般競争入札、あるいは指名競争入札

というような形で、するんですけれども、この土

地につきましては、御承知のとおり、その方が長

年使ってきた、またそういう係争の土地でもあり

まして、対象者としては、その方のみということ

になります。 

 ですから、いわゆる随意契約というような形に

なるんですが、それにはこれまでの経過を踏まえ

て、先ほど御指摘もいただいたように、７項でお

示しする１号、２号というような条件を付して、

これを５年間必ず守ってくださいよと。そうする

ことで、これはその後、自由にできますというよ

うな条件をつけさせていただいております。 

 これは、先ほどお示しした公有財産規則の第42

条の部分においても、第２項で、前項に規定する

指定期日及び指定期間を次の各号に掲げるところ

によるというようなことで、指定期日並びに指定

期間については、譲与の場合、減額譲渡の場合、

減額しない譲渡の場合ということで、順に10年、

７年、５年というふうに年限を決めておるところ

でございます。 
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 この額については、先ほど申し上げた調停時の

提示額から減額しておりませんので、５年という

ところをそのまま援用させていただいて、５年と

いう数字を入れさせていただいたところです。 

 以上です。 

○竹田委員 わかりました。もう結構です。 

○堀口委員長 よろしいですか。 

 ほかはないですか。――――以上で本件に対す

る質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号「裁判上の和解について」を

議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。

――――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第５号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号「泉州南消防組合規約の変更

に係る協議について」を議題とし、質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

○梶本委員 何回も私、質問させていただきました

負担金の割合の変更は、今回一応ようやく６年目

に入りましたけれども、割合を減らすということ

になったようですけれども、今後は一番老朽化が

進んでいる泉南市の消防署についての建てかえと

か、そういう議論はこのときなかったんでしょう

か。 

○竹中市長 今、全体の広域消防になってから、広

域消防での配置、署所の配置の計画を立てました。

そのときの計画では、阪南市、岬町の間の消防署、

それと泉佐野市のもともとの本部があったところ、

あれを廃止して、日根野にもっていくと。 

 その計画で両方ともできておりますので、新た

にこの建てかえというのは、まだこの計画の中に

は入ってございません。 

○梶本委員 何でこういうことを聞くかといえば、

建てかえという場合に、よそのほかの場所での建

てかえというのは考えられますし、そのときに、

もしよそに今の泉南市が移るとなれば、泉南市の

財産がまたふえるということになろうかと思いま

すし、泉南市はこの泉州南消防組合内での庁舎と

しては一番古い建物だと聞いておりますし、その

点についてこれから何年後ということではないで

しょうけれども、どれくらいの期間で、そういう

建てかえという検討がされるのか、お答えいただ

きたいと思います。 

○木津西危機管理課長 委員御指摘のとおり、泉南

署は、現在の署所の中では最も古い建物になりま

す。その建てかえも含めた計画なんですが、最初

市長の答弁にもございましたけれども、このあり

方会議の中では、あくまでも負担金の見直しとい

うことに集中して議論のほうを行いましたので、

その中では行われておりません。 

 平成31年度において、庁舎、それぞれの署所の

庁舎の現状についての調査を行い、その結果をも

とに、今後の消防組合管内における人口動態など

を踏まえ、庁舎の長寿命化を推進させる修繕や、

より消防力の効率的な配置を目指した建てかえや

移転について検討を行い、今後、個別計画を、個

別の施設計画を策定する予定ということは聞き及

んでおります。 

 そういった作業のほうに着手を今後していくと

いうことになりますので、またあとその中で、ど

の場所にというのも、そういったところも含めて、

管内で議論が進んでいくことになろうと思います

ので、その辺については、状況がわかれば、また

御報告をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○梶本委員 今の建物の建築年数、それと耐用年数

はどれくらいというのがわかればお答えいただき
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たいと思うのと、移転ということも視野に入れて

ということなので、できるだけ、あの場所は泉南

市にとっても一等の場所でありますので、移転を

考えた方向で進んでいただきたいと思いますけれ

ども、お答えいただけますか。 

○木津西危機管理課長 泉南署につきましては、昭

和41年５月に竣工しておりますので、築年数でい

うところでは53年ということになります。 

 あと、耐用年数、建物耐用年数は、すみません、

今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、

また確認のほうをさせていただきたいと思います。 

 庁舎の移転については、ちょっとそれはまた組

合のほう、組合議会のほうでしっかりと議論いた

だくことになると思いますので、私がここで御答

弁させていただく内容ではないのかなというふう

には認識しております。 

 以上でございます。 

○堀口委員長 ほかに。 

○大森委員 泉南市のほうは負担が約８億5,000万

から大体８億1,000万で、4,000万ぐらい減になっ

たということで、その値段が減ったからというて、

よかったとか、そんな判断にはならないというふ

うに思うんですけれども、ふえたところを聞いた

んですよ。泉佐野市とか、熊取町とか。 

 そういう中で、議会の対応はどうやったのかと

お聞きしますと、市のほう、理事者のほうからは、

例えば、こういう成果があったんやと、この何年

かの間に、例えば消防署が改善されたとか、近く

にできたとか、そういうメリットがあったので、

増というような、負担がふえるような話があった

と。 

 それを一生懸命、中で議論する中で、できるだ

け値上げ幅を抑えられるような形でおさめた金額

がこれですと。 

 中では、もっと負担をふやせという話はあった

んやけれども、抑えてこういう形で低く、ふえた

にしてもできるだけ低く抑えた形でしたので、議

会のほうでも賛同をというような話があったので、

その経過を聞いて、議会のほうも賛成したみたい

な話を聞いたんです。 

 その辺、泉南市の場合は、どうなんですかね。

今はもう梶本委員が言っていたけれども、泉南の

消防署の老朽化、この問題を正面から上げて解決

してほしいといえば、ひょっとしたら負担がふえ

るという、今後の負担が、泉南市の負担がふえる

かもしれないと。 

 泉南市は負担すること、ようふやすことができ

へんから、負担が下がってもええと。そのかわり、

そういう消防署の改築とか、後回しになっても仕

方がないというふうな交渉での、こういう値段、

負担金の引き下げじゃ困るわけです。 

 ちょっとどういう、それは計算方法でこんなふ

うなことになったというようなお話があったのは

わかるんだけれども、どうなんですかね、負担が

下がることイコール、その中での泉南市の発言力

が下がったりとか、いろんな泉南市の要望が通れ

へんということの可能性も心配されると思うんや

けれども、そういう中での交渉はどんなふうに進

んでいったのか。 

 安ければよかったという交渉で臨んでいったの

か、言うことは言うてきた結果こうなったのかと、

その辺のところを説明してもらえますか。 

○木津西危機管理課長 まず、今回は消防費全体に

係る負担金の負担割合の見直しを、構成市町のほ

うで協議してまいりました。 

 ですので、泉南市の消防力の、何ていうんです

か、向上といいますか、そういったことではなく

て、やはり３市３町で構成される消防は１組合で、

全体をカバーする組織になっておりますので、そ

の中で泉南市に対して厚くしてほしいとか、そう

いった議論はそこでするようなことではなかった

のかなというふうには考えております。 

 ただ、委員御指摘のように、広域前と今との消

防力については、人数は広域前の人数から現在の

署所、泉南署に、泉南市内の署所に配置されてい

る人数は、組合化、広域化による合理化で人数は

減っているものの、例えば現場隊員についても、

広域化前の隊員数というんですか、そういったも

のはしっかりと確保していただいておりますし、

広域化のメリットとして、火災が起こったとき、

また救急事案が起こったときというのは、同じ管

内から応援、増援体制がしっかり整っております

ので、総合的には消防力、救急力、そういったも

のへの対応力というのは、向上できているものと
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いうふうには考えております。 

 以上でございます。 

○大森委員 この負担金が下がった理由ですよね。

計算方法とおっしゃったけれども、単純に広域化

という背景を考えれば、例えば人口が泉南市の場

合は減ったからとか、それから泉南市の財政状況

が悪いので、今度は引き下げるというようなこと

になったのかとか。 

 それから、泉南市は余り他市に比べて、ふだん

から予防対策が十分できていて、出動なんかで府

下の市町に迷惑かけることもないから減らそうか

というふうになったのかとか、ちょっとそういう

ふうな要因、わかりやすい要因というのはあるん

ですかね。 

 じゃないと、やっぱり負担金が下がるというこ

とは、それなりのデメリットもやっぱり出てくる

んじゃないかというふうに。 

 今、木津西課長がおっしゃったように、広域化

することによっての、広域化のメリットというよ

りかは、それはいろんな皆さんの努力によって下

げたということで、余り広域化に関係するのかな

というふうに、僕自身は広域化に賛成する立場じ

ゃなかったので、申しわけないけれども、そんな

ちょっと嫌な聞き方をしたのかも、そんな見方を

しているのかもしれませんけれども、ちょっとそ

の負担が減った要因というのは、わかりやすく言

えば、計算方法とかいうんじゃなくて、中身につ

いて教えてもらえませんかね。 

 あと、どういう交渉になっていったのか、皆さ

んも計算方法が、じゃ何で計算方法が前と変わっ

たのかというようなことも含めて、ちょっと説明

してもらえませんか。 

○竹中市長 負担割合につきましては、各市の財政

状況を考慮したというものではございません。当

然のことながら、今までは平成25年に広域化、統

合していますので、それまでの間、たしか平成21

年、22年、23年の決算あるいは予算の平均をとっ

て、その割合で今の負担割合を決めているんです

けれども、そのときの負担割合というのは、消防

に力を入れている市は金額が高くなっているし、

余り力を入れていなかったところは少なくなって

いると。そういう負担割合やったんですけれども、

今はもうこれは均一の、広域化で均一になってい

ますので、となれば、各市の消防費に係る基準財

政需要額、これは人口やとか市域の状況をいろい

ろ統合したデータでつくられていますので、これ

をもってするのが一番公平ではないかということ

で、これを一番のメーンに据えることになりまし

た。 

 それ以外の分につきましては、当然議会関係や

とか総務関係、内部管理的な部分というのは、こ

れは当然均等割でするべきやろうということで、

市と町での差はつけましたけれども、その均等割

部分というのは、それで出しています。 

 あと、消防需要額割というのは、消防の出動回

数、消防や救急の出動回数によって、その負担割

合を変えるべきと違うのかということで、その分

は27％ですか、の割合をそこに持たせたというこ

とで、あと、その27％、均等割が13％で割ってい

るんですけれども、残りの60％が消防費に係る基

準財政需要額割になっています。 

 これを60％にするのか、70％にするのか、50％

にするのか、その辺のやりとりは大分調整はかか

りましたけれども、60％ぐらいが最も適当ではな

いかということで、６団体合意したということで

ございます。 

○堀口委員長 ほかはないですか。――――以上で

本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号「会計年度任用職員の給与等

に関する条例の制定について」を議題とし、質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○大森委員 今、泉南市の中で、ちょっと人数の割

合、もう一度申しわけないですけれども、正職員

とそれ以外の数の割合、正職員のほうが少ないと

いう実態だったと思うんですけれども、それか、
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もう半分ぐらいは正職員とそれ以外の方というふ

うになっていたと思うんですけれども、こういう

バランスはどうなのか。 

 やっぱり正職員の方をふやしていって、責任を

持って仕事をやってもらうと。給料の違いなんか

も出てきますので、同じ仕事をしておって何でや

という場合もあるし、本人の希望では、本当はも

っと長く市役所で働きたいという方もいらっしゃ

るとか。 

 それから、泉南市でもそうだったというふうに

答弁をいただいたんですけれども、宝塚市でした

か、そういう就職氷河期に、能力がありながらた

またま就職できずに、ずっと今まできてはる方な

んかの活用とかいうようなことを考えれば、正職

員の割合をふやしていくような形で、行政力を高

めるという方向も必要かと思うんですけれども、

そういうふうな考えはあるのかどうか、お答え願

いたいと思います。 

 それと、ちょっと27条の外国語指導助手等の報

酬というふうなことについてお聞きしたいんやけ

れども、教育委員会の方がきょうは来られている

んですかね。 

○堀口委員長 いないです。 

○大森委員 じゃ、ここの時間から見て、パートタ

イムの扱いになるということなんですけれども、

財源は、前のときに質問したら、交付税措置とい

うふうにされていたけれども、市が持ち出しをす

るようなお金はないのかどうかということをお聞

きしたいと思います。 

○堀口委員長 これ、27条の話なんですけれども、

前回も大森委員、質問されていますよね。 

○大森委員 そうですね。 

○堀口委員長 もう１回聞きたいということですね。 

○大森委員 今の説明の中で財源についてお聞きし

たいんやけれども、交付税という答弁があったん

やけれども、要するに交付税措置というても、ま

だ計算上の話なので、実際にその金額が教育予算

の中で国から満額出て、泉南市のほかの教育予算

に差しさわりがあるかないかというのは、わから

ない部分があるんだと思うんですよ。 

 ほかのところを減らされたらあかんので、そう

いう心配がないのかということと、あと、市の持

ち出しですね。全額が国のあれなのか。 

 規則を読ませてもらうと、これと一緒に付随し

て出されている規則を読ませてもらうと、規則で

すか、何か資料を読ませてもらうと、国に帰る場

合の費用を出すとかいうような部分とかのお金の

ことなんかもあったと思うので、市の持ち出しが

どうなっているのかということをお聞きしたい。 

○堀口委員長 わかりました。 

○竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用

室参事 私のほうから、１つ目の職員のバランス

といいますか、そちらのほうについてお答えさせ

ていただきます。 

 本年の４月１日現在なんですけれども、御指摘

ありました泉南市においては正規職員といわゆる

非正規職員、再任用職員であったり任期付職員で

あったり、臨時的任用職員、通常アルバイトと言

われる方なんですけれども、この職員割合でいい

ますと、正職が54.8％、非正規という職員

が45.2％というふうな割合になっております。 

 ただ、この任用の形、考え方なんですけれども、

地方公共団体、この泉南市においても、通常は任

期の定めのない常勤職員、これを中心として公務

の運営を原則ということで考えてはいるんですけ

れども、やはり今現在少子・高齢化であったり、

いろいろ住民ニーズとかいうのも多様化してきて

おります。 

 それらに対応するために、いろいろ勤務形態と

して多様な働き方というのが求められて、それに

対応を考えていっているという状態でありまして、

常用、ずっと雇用する形、あるいは必要な数年間

だけ雇う、あるいは年度の中で忙しい時期だけ雇

用するという、こういった雇用形態に今なってい

るんですけれども、こちらのほうについては、こ

のまま引き続き、この雇用のあり方を考えながら、

バランスを考えて雇用を続けていきたいというふ

うに考えております。 

○岡田教育部長 ＪＥＴに関するお問い合わせでご

ざいます。 

 ＪＥＴにつきましては、来年度から会計年度任

用職員のパートタイム職員として、全国統一的に

対応することとされてございます。 

 その財源でございますけれども、この制度につ
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きましては、総務省、外務省、文部科学省が協力

して行っておるものでございまして、国際交流と

学校の例えば教育部門の英語の外国語学習等を進

めるための事業としまして設けられておりますの

で、普通交付税として、一定額が普通交付税の算

定基準に見込まれるという形になっております。 

 １団体当たり基礎額として120万、それに加え

て１名当たり482万円が普通交付税の基準財政需

要額に見込まれますので、私どもとしましては、

その範囲の中で事業を展開していくというふうに

考えております。 

 以上です。 

○大森委員 僕の勘違いで、正職員の割合が多かっ

て、それでも50％前後のことなんで、職場によっ

てはどうなんですかね、非正規の方がずっと多い

という職場があるんじゃないですか。それはどう

いう職場で、割合はどんなふうになっているのか。 

 それから、そういう場合に本当に責任持った、

非正規の方はもちろん責任を持ってやれへんとい

うようなことは思っていませんけれども、そうい

う非正規のほうが大半を占めるような職場という

のは、どうなのかなと思うので、ちょっとその辺

の実態についてお答え願いたいと思います。 

 それと、ＪＥＴについていえば、二十数名の方

に来ていただくんですかね。 

 交付税算入ということで思い出すのは、図書館

司書なんですよね。ずっと一応泉南市の場合は、

図書館司書の配置については、交付税算入、交付

税では算入されていて、計算上は入っているけれ

ども、そういうお金が実際におりてきているかど

うかわかれへんので、計算されているということ

なので、ずっと図書館司書を置かずにきたわけで

すよね。 

 それはおかしいんじゃないかということで、つ

けていただきましたけれども、現在図書館司書と

いうのは何人でしたかね。 

 その図書館司書と比べて、そのＪＥＴの人が二

十数人というのは、教育にかかわっての質問で、

ちょっと申しわけないけれども、そういう図書館

の司書なんかの増員のことも大事なことじゃない

かなというふうに思うんです。 

 余りにも人数のアンバランスがあるんじゃない

かというふうに思うので、そんなところは、どん

なふうに考えておられるのか、お答えください。 

○竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用

室参事 私のほうから、まず最初の質問なんです

けれども、すみません、ちょっと今手元に職場ご

とのデータがないので、記憶で言いますと、やは

り非正規の方が多い職場としては、教育委員会の

留守家庭児童会であったり、学校の介助員であっ

たり、あるいは福祉の現場の保育の現場にも多か

ったのかなということは記憶しております。 

 そちらのほうについては、先ほど言いました働

く時間であるとか、その体系で正規の職員の補助

とかいう形で、今の形になったのかなというふう

に認識しております。 

○岡田教育部長 現在私ども教育委員会では、学校

司書におきましては５名配置してございます。Ｊ

ＥＴの関係とのアンバランスということの御指摘

でございますけれども、ＪＥＴにつきましては、

やはり先ほど申し上げたように、地方交付税を所

管しております総務省も、この事業には深く関与

しているということもありまして、相当配慮をい

ただいているというふうにも認識してございます。 

 もちろん学校のそのほかの図書館司書、学校司

書を初め、さまざまな教育環境を整えるために、

私どもも厳しい財政状況でありますけれども、予

算の確保に今後も努めてまいりたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○堀口委員長 ほか。 

○大森委員 最後で、もう終わります。 

 職場によっては非正規がとても多いということ

の報告があったんですけれども、泉南市はどうで

すか、近隣とか全国的に見て非正規の割合が多い

とか、そういうことにはなっていないですかね。

類似団体とかの比較とか、そういう資料なんかは

持って調べてはるんですかね。そういう状況がわ

かれば教えてほしいというふうに思います。 

 それと、ＪＥＴの中身を読ませてもらうと、本

当にすばらしい中身で、いろんな応援ももらえて

いて、いいとは思うんですけれども、やっぱり財

政上のことは本当に心配になるんですよ。 

 例えば泉南市の場合でいうたら、エアコン設置、

小学校、中学校のエアコンを設置したら、電気代
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がなくなると。そのために学校のプールも潰さな

あかんとかの話とか、今も言うたように、図書館

の司書が交付税算入されていても、ずっと置くこ

とができなかったと。 

 それもやっぱり教育予算全体に、ほかに回さな

あかんところがあるという実態の中で、ぜひ頑張

ってもらって、ＪＥＴが入ってどこかが減らされ

るとか、交付税算入が何か思ったよりも少なくな

るとか、泉南市のほうでも、ＪＥＴが来たけれど

も、どこかまた削らなあかんとかいうようなこと

がないようにしてほしいんですけれども、その点

について、どんな考えでおられるか、お答えくだ

さい。 

○岡田教育部長 失礼します。ＪＥＴに関すること

でございます。 

 ＪＥＴの交付税の考え等につきましては、教育

長も各方面に問い合わせをいただいたりしまして、

一定やはり相当な配慮をいただいているというふ

うに認識してございます。 

 そういった中で、ＪＥＴについては、内容につ

いてお褒めの言葉も頂戴しました。今後はＪＥＴ

をしっかり来年度以降活用していくことで、本市

の英語教育、国際化に関してしっかり頑張ってま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用

室参事 では、私のほうから、最初の割合なんで

すけれども、その施設を直営でするのか、委託で

するのかと、その市のそれぞれの施設のあり方の

方針によっても違いますので、一概には言えない

んですけれども、類似団体との比較とかの表とい

うのは、たしかあったかと思いますので、後ほど

また控え室のほうに届けさせていただきます。 

○竹田委員 何点か教えていただきたいと思います。 

 まず、今回会計年度任用職員の給与に関する条

例ということで、これは全国的に地方公務員法及

び地方自治法が改正されて、大きな要は職員の待

遇に対する改正、また改革というふうに言われて

いるみたいです。 

 そもそも、先ほどもお話がありましたけれども、

非正規雇用のというのがかなりふえてきていると

いう中で、先ほど待遇改善のお話もあったわけな

んですが、今回このタイミングで、こういうふう

に会計年度任用職員ということが、これは全国的

に採用されるんですけれども、その理由について

改めてちょっときちっと御説明をいただきたいな

というのが１つであります。 

 それと２つ目が、この会計年度任用職員をする

ということにつきまして、週の38.75時間勤務以

上であれば、フルタイムということで、会計年度

任用職員になられると。 

 逆に、この38.75時間未満の勤務の方について

は、パートタイムの会計年度任用職員ということ

でされるわけなんです。 

 当然のことながら、処遇改善をされていかなけ

ればならないというふうに思うんですが、先ほど

も、もともと非正規雇用ということで、不安定な

雇用だというようなお話もあったんですが、確実

にこの制度を導入することによって、その辺のと

ころは変わっていくのかどうかも、あわせて御説

明をいただきたいと思います。 

 以上、お願いします。 

○竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用

室参事 まず、今回全国的にこういう会計年度任

用職員ができたその背景なんですけれども、１つ

は、今回、地方公務員法が改正されましたのは、

１つは、特別職の臨時的任用の厳格化ということ

と、１つは、一般職の非常勤職員の任用等の制度

化ということで、要するに今まで特にアルバイト

の雇用の仕方が、各団体でまちまちであったと。 

 ある団体では、それを特別職、いろいろサポー

トしていただくということで、特別職で雇ったり

というところもありました。 

 そのあたりの雇用の仕方を今回統一するという

ところで、特別職というのは、もう専門的な知識、

経験に基づき助言、調査を行うものということで、

範囲を絞る、あるいは臨時的任用職員という形な

んですけれども、これはもう常勤職員に欠員を生

じた場合に、それにかわるものということです。 

 例えば、係長が欠けたら、その係長で雇うであ

るとか、本当に限定すると。それ以外のところは、

会計年度任用職員という形にしますよということ

にされたのが１つです。 

 もう１つは、地方自治法が改正されましたのは、
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先ほど委員からも御指摘がありました処遇改善と

いうところです。そこのところが大きな改正のポ

イントです。今回全国的に改正された点になりま

す。 

 その処遇改善に関してなんですけれども、どう

変わっていくのかというところなんですけれども、

この泉南市においても、やはり今までアルバイト

というところに出なかった交通費、通勤手当、こ

れを費用弁償という形で支給するということにな

りますし、６カ月以上の雇用期間である方につい

ては、期末手当が支給されるようになります。 

 以上です。 

○竹田委員 そこで、ちょっと具体的に何点かお聞

きしたいんですけれども、まずこれは、任期は１

年ということでいいんですかね。会計年度という

ことなので１年ですが、任期と、それと当然のこ

とながら、１年でということじゃないと思うんで

すが、その辺、今後どうなっていくのかが１つで

す。 

 もう１点は、先ほどお話があったわけなんです

が、期末手当が発生すると。今まで発生しなかっ

たものが発生するということで、一部にこの期末

手当が発生することによって、いわゆる月額の報

酬あるいは給与、ここが若干減るんではないかと

いう、こういう指摘もあろうかなというふうに思

うんですけれども、その辺の懸念はないのか、こ

れが２つ目お聞きをしたいと思います。 

 それと３つ目です。会計年度任用職員になると

いうことです。先ほどもお話がありましたけれど

も、随分やっぱり責任が重くなるんではないかと。

要はパートもそうかもしれませんけれども、やっ

ぱり正職同様、守秘義務であったりその他、いろ

いろな責任の面においても随分変わるんではない

かと。そういった意味においては、今後会計年度

任用職員に対する研修も、厚くしていかなければ

ならないと思うんですが、その辺のお考えをお聞

きしておきたいと思います。 

○竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用

室参事 いただいた質問に順次お答えさせていた

だきます。 

 まず、１点目の会計年度任用職員の任期なんで

すけれども、これは１会計年度以内ということで、

最長１年ということで、今制度を泉南市は設計し

ています。 

 次に、２つ目なんですけれども、期末手当によ

ってその手当が減るのでは、実際にそういう問題

も起きているところもあるんですけれども、それ

は先ほどの雇用の仕方で、嘱託職員ということで、

かなり高い、ボーナス込みの形で給料を設定して

いる団体であれば、今回明確に期末手当というこ

とで分けられたということで、確かに月の給料は

減ってしまうという形が発生しているのがあるん

ですけれども、泉南市においては、今まで月々で

払っていましたので、この制度によって、この手

取り、月々の支給分が減るということは発生しま

せんので。 

 次に、３点目なんですけれども、会計年度任用

職員に当たっての責任等なんですけれども、これ

までも泉南市のアルバイトにつきましては、やっ

ていただく仕事は、１つは定型的業務であったり

補助的業務というところで、正職員の補助といい

ますか、そういった形で続けてやっていただくと

いうことで思っております。 

 ただ、今までも泉南市においては、地方公務員

という形で雇っていますので、そのあたりの責任

は従前どおりということになります。ただ、やは

り制度が変わって、いろいろかかってくるところ

も多いので、新年度に当たっては、研修等も順番

にふやして、しっかり受けていただこうというと

ころは考えております。 

 以上です。 

○竹田委員 ありがとうございます。そうすると、

一番最初の任期ですけれども、１会計内というこ

とですので、それからまた延長ということもある

んですか、その辺の手続上の話をもう少しちょっ

と詳しく最後にお願いしたいと思います。 

 先ほどから、一番最初に大森委員のほうからも

正規と非正規のバランスみたいな話がありました。

昨今、定数の管理ということで、この間やっぱり

正規の職員の方が随分減ってきていたというのが、

また減らしてきていたというのが事実だと思いま

す。 

 そこで、それを補うために、いわゆるパートで

あったりとか、また任期付ということで、今先ほ
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どのお話でしたら、54.8％正規に対して、非正規

が45.2％になっていると。 

 ただ、今後例えば災害のことであったりとか、

あるいは高齢化時代にやっぱり福祉を厚くしてい

く、いろんな面で逆に正規の職員が必要だろうと

いうような、そういった意見なんかもあるわけな

んですけれども、今後この辺のバランスは、最終

的に泉南市はどういうふうにお考えで、どういう

ふうな形で採用されていくのか、最後にお尋ねを

して終わりたいと思います。 

○竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用

室参事 任期延長の話だったかと思うんですけれ

ども、泉南市においては、あくまでも会計年度任

用職員の任期は１会計年度内ということですので、

それを続ける場合は再度の選考ということで、そ

の必要であるかで改めて募集して、応募いただい

て面接をして採用という形を繰り返すという流れ

になります。 

 ２つ目の定数管理の問題なんですけれども、確

かに御指摘のとおり、泉南市においても、やはり

非正規職員がふえているというのは事実なんです

けれども、こちらのほうにつきましては、あくま

でもこれから先の、市のそれぞれ部局の計画とか、

そういったもののヒアリングもさせていただいて、

そのあたりを加味した中で職員採用を考えていく

ということで、もうしばらく数年見ても、退職者

以上に採用している年もありますので、そのあた

りは職種であったり、事業を十分に鑑みて採用計

画を立てて、それを実行していっているというこ

とで、これを続けていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほかに。――――以上で本件に対す

る質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第７号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号「泉南市入湯税賦課徴収条例

の制定について」を議題とし、質疑を行います。

質疑はありませんか。 

○梶本委員 昨日の議案審議におきまして、ある議

員からの質問の中で、ＰＦＩ事業者がこの入湯税

について何か怒っているということを言われまし

たけれども、何を怒っているんでしょうか、それ

をわかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

 また、この情報源ですけれども、これは役所内

部の内部情報ですか、それともまたＰＦＩ事業者

からの情報であったのでしょうか、わかる範囲で

答えてください。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 ＰＦＩ事業

者が怒っているのではないかという御質問ですけ

れども、私どもが把握している範囲では、そうい

った認識はございません。 

 以上でございます。（「情報源は」の声あり） 

 情報源については、どこからの情報源かは、こ

ちらもわかりかねます。 

 以上でございます。 

○堀口委員長 これも当該議員でないとわかれへん

話やと思うんで。 

○梶本委員 きのういろいろと入湯税についての質

問がありましたけれども、実際問題、現状今所管

はどこでされているのか。それと、現状はどうい

うところまでの話になっているのか。議会のほう

にいろいろと説明がない中で、きのうの話、突発

的な質問があれば、どうなっているのかというよ

うな話になりますので、ちょっと現状報告、今こ

れはどこの窓口でやられているのか、ＰＦＩ事業

者との話し合いについてお答えいただきたいと思

います。 

○市川都市政策課長 ＰＦＩ事業者との協議ですけ

れども、都市政策課のほうで全体的な話はさせて

いただいております。 

 公園をつくっているというところもありますの

で、許認可については住宅公園課でやっておりま

すので、一義的な窓口というのは都市整備部にな

るというふうに思います。 

 以上でございます。（「現状は」の声あり） 

○堀口委員長 今現状、どういう状況なのか、御説
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明をしてください。 

○市川都市政策課長 現状、事業の進捗ですかね。 

○堀口委員長 そうです。 

○市川都市政策課長 建築確認等々が今出されてお

りまして、現場で着手しております。 

 あと、温泉につきましては、おおむね掘削が終

わったというふうに聞いておりまして、今ちょう

ど泉質の調査をしているという状況にあると聞い

ています。 

 工事につきましては、月に１回工程会議等も持

ちまして、都市政策課と住宅公園課でＰＦＩ事業

者と工程管理、それから問題点についてお話し合

いをしているというふうな形になってございます。 

 以上でございます。 

○梶本委員 しつこいようですけれども、そうした

ら都市政策課及び住宅公園課のほうにも、その怒

っているという話は聞かれていないんでしょうか。 

○市川都市政策課長 特に入湯税に関してどうのこ

うのという話はないです。その他、細かい話とい

うのはいろいろあるんですけれども、その辺につ

きましても、調整しながらやっているという形に

なってございます。 

 以上です。 

○堀口委員長 これは確認ですけれども、全体の大

枠というのは、その事業者と都市政策課と住宅公

園課でやっているという認識でええんかな。 

○市川都市政策課長 全体の大枠、窓口的なことは

一応都市整備部のほうでさせていただいていまし

て、個別、細かいところにつきましては、所管課

と打ち合わせをしていただくというふうな体制で

臨んでいるというところでございます。 

○堀口委員長 ほかに。 

○南委員 今、ボーリングのほうが、この前530メ

ートルぐらい掘削中だというふうにお聞きしたん

ですが、果たして出るんですか。 

 日本では、2,000メートルボーリングすれば、

どこでも温泉が出るというふうには言われている

んですが、今530メートル程ですよね。果たして

これが、今後の推測というのか、その辺はどうい

うふうに考えておられるのか。 

 それから、市内のほかにこういった施設、社会

福祉事業のところはあるかとは思うんですが、ほ

かにないのかどうか、あればどういうふうにする

のか、その辺、今回の条例との関連でお聞きした

いと。 

 それと、入湯税については、いろんな議論があ

りますけれども、私は市民サービスの一環として、

日帰りの場合75円なんですけれども、いわゆる市

民、泉南市民に対しては、同額程度の割引を考え

られないのか。割引の方法もいろいろあると思う

んですが、その辺はどういうふうに考えておられ

るか。 

 ３点、お聞きします。 

○市川都市政策課長 私のほうから、温泉につきま

してお答えしたいと思います。 

 委員おっしゃいましたとおり、現在、深度

が538メートルまで掘っていると。そこで湧いて

いるというのを確認しているというところでござ

います。 

 その湧いている、今の段階では水といいますか、

温水といいますか、それを現在調査を、泉質調査

というのを行いまして、その結果、それが温泉に

該当するかどうかというところを、現在調査して

いるというふうに聞いてございます。 

 以上でございます。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 市内に、ほ

かの施設はという御質問ですけれども、委員おっ

しゃるとおり、市内では社会福祉施設の「せんわ」

のみでございます。 

 今後、こういった鉱泉入浴施設ができた場合は、

この入湯税を賦課するということになるところで

ございます。 

 次に、市民サービスの観点で、一定の割引とい

うところですけれども、鉱泉浴場の設置によりま

して、今後消防施設の整備、また観光振興に要す

る経費等が必要となるため、条例３条に規定する

方以外は、平等に負担していただきたいというと

ころで考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○南委員 今調査中ということですけれども、御存

じのように、現在は温泉の温度ではなくて、成分

で判定されると思うんです。以前は25度以上が温

泉という規定だったんですが、今は温度が低くて

も、その温泉成分が一定入っておれば、温泉とい
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うふうに認めてもらえるんですけれども、その辺

も含めて、今現在調査されているのかどうかが１

点です。 

 それと、山上部長、私は市民サービスの観点と

して、別途市がそれだけ分、一応これだけ入湯税

が入るわけですから、それに該当するぐらいの金

額は、市民サービスをしてもいいんじゃないです

かという提案なんですよ。 

 だから、ここも予算ない、財政難で予算がない

から、全てできませんというんじゃなくて、せっ

かく、あのりんくうタウンに、いわゆるああいう

立派な公園ができるわけですから、インバウンド

ばかり当てにするんじゃなくて、泉南市民の憩い

の場にしないといけないという観点から、私は申

し上げているんです。 

 だから、金額にして、人数はわかりません

が、75円ぐらいに、サービスというか、割引を考

えられないかという提案なんです。これは、市長

が答えてください。この部分は市長に答えてもら

いたい。 

○市川都市政策課長 泉質でございますけれども、

委員おっしゃるとおり、採取した水を、その成分

がどれだけ含まれているかというところを調査し

ないと、温泉ということにならないので、その泉

質調査を今行っていると。 

 当然、自分のところだけで行うわけにはいきま

せんので、外部に出して行わないといけないよう

になっていると聞いていますので、それを今行っ

ていただいているというふうに聞いてございます。 

 以上でございます。 

○竹中市長 減免の規定ですけれども、減免の規定

は、今のこの提案させていただいている条例に

は、12歳以下の子どもであるとか、福祉施設であ

るとか、そういうことだけに限定はさせていただ

いてございます。 

 ということは、つまりはそういう減免、ほかの

市民のサービスというのは、前提としては持って

おらないところでございます。 

 ただ、他市で見ると、例えば阪南市なんか

は、1,000円以下の料金の場合は課税しないとか、

そういう形の制度を持っておられるところもあり

ますけれども、今現在提案させていただいている

中には、市民も利用者は均等にということで、対

象としてはさせていただいてございません。 

 将来的には、それも検討はするべきものがあろ

うかというふうには考えてございます。 

○堀口委員長 ほかに。 

○竹田委員 何点かちょっと質問させていただきた

いと思います。 

 前回もちょっと協議会でも質問させていただい

たんですが、今回宿泊する者には150円、また宿

泊しない者には75円の税率を掛けますよというこ

とで、きのうも本会議であったんですが、これは

あくまで事業者に掛けるんではなくて、要するに

利用される方、使用される方について、こういっ

た税率を掛けるんだと、こういったお話があった

というふうに思います。 

 前回もちょっとお聞きをさせていただいたんで

すが、しかし、この施設というのは、あくまで合

宿所というのがメーンだというお話だと思うんで

すね。 

 いわゆる温泉施設であったりとか、また今でい

うスーパー銭湯、こういったものではないんだと

いうお話だったと思うんですが、今のところ、ま

だこれは来年４月になるのかどうか、ちょっとわ

からないんですけれども、開設がわからないんで

すけれども、今のところは、これは事業者のほう

としては、宿泊するについては、一体どれぐらい

の使用料というか、施設利用料というか、考えら

れておるのか、もしわかれば、宿泊しない者、こ

れはいわゆる日帰り入浴ということになろうかと

思うんですけれども、どれぐらいの料金を設定さ

れているのかなというのが、ちょっと気になりま

すので、これをお尋ねしたいと思います。 

 もう１点は、もしそれが出ておりましたら、こ

れはこの間もお話をしましたけれども、新たな税

を課すということで、非常に厳しい財政状況です

から、そういった税が入ってくるというのは、非

常にありがたい話だと思うんですが、もし行政の

ほうで、どれぐらいの歳入を見込んでいるという

のがあれば、お答えをいただきたいなというふう

に思います。 

○市川都市政策課長 私のほうから、費用について、

今現在聞いている範囲でお答えしたいと思います。 
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 実際、費用につきましては、都市公園法の中に

ありますので、公園管理者との協議が必要なので、

実際にまだそこの協議というのは行っていません

けれども、事業者が考えている費用というのは、

大体5,000円から6,000円で、夜と朝の御飯つきを

考えている、合宿につきましては。 

 なおかつ、当然合宿、団体で来ていただきたい

というところもありまして、団体で来ていただい

た場合は、パックで割引も考えていると。できる

だけ安い値段に設定して、学生を対象にしている

ということなので、それぐらいの値段を考えてい

るというふうには聞いてございます。 

 それから、合宿者以外の利用につきましてです

けれども、いろいろと考えているというふうには

聞いておりますが、詳細は聞いていないんですけ

れども、できれば海水浴に来たお客さんとかが、

帰りにちょっと寄ってもらうというふうな、簡易

的なものにして、開放もしたいというふうに考え

ていると聞いております。 

 公衆浴場的な扱いにしたいなというふうなこと

を聞いております。ただ、公衆浴場になるかどう

かというのは、当然所管庁との調整もありますの

で、まだ決まっていないところですけれども、で

きるだけ日帰りについても、安いお値段で、公衆

浴場ぐらいの値段でやりたいなというふうな希望

はあると聞いてございます。 

 合宿所についても、できるだけ低廉な価格でた

くさん来ていただきたいというふうに考えている

と聞いてございます。 

 以上でございます。 

○西本税務課長兼健康福祉部参事 私のほうから、

歳入につきましてでございますが、ただいま市川

課長が申しましたように、施設の利用者というこ

とでございまして、直接かかわってくることでご

ざいます。 

 入湯税に関しましては間接税でございまして、

間接税と言いましたら、酒税、たばこ税、ゴルフ

場利用税とか、消費税もそうですが、こちらと同

等でございますので、一応利用者の人数に応じま

して、歳入があるということでございます。 

 来年度令和２年度に関しましては、どのぐらい

の入湯客があるかどうかは、ちょっと定かではご

ざいませんし、困難でございます。令和２年度の

利用者を踏まえまして、令和３年度をまた歳入の

予算とさせていただく。令和２年度は大変重要な

年でございます。 

 以上でございます。 

○竹田委員 ちょっとよくわからなかったので、ま

た改めて再度説明していただけたら。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 入湯税の見

込みについて御答弁させていただきます。 

 なかなか入湯税が幾ら入るか、利用者数の見込

みが難しいというところではございますが、仮

に2018年度の簡易宿泊の稼働の全国平均、これが

年間で30.2％という率が出ております。 

 これを利用して積算させていただくという前提

で、この合宿所の１日の収容人数が200人という

ふうに聞いております。先ほどの稼働人数30.2％

を掛けると、１日約60人という試算となります。 

 これを年間で計算しますと２万1,900人という

ところとなりますので、入湯税、宿泊のみの分で

仮に試算しましたところ、150円掛ける２万1,900

人というところで、約320万円ほどの税収が入っ

てくるのかなという、仮の試算ですけれども、そ

ういった計算を今しているところでございます。 

 具体に来年度予算に幾ら盛るかというのは、こ

ういった全国平均の稼働率等を参考に、現在検討

中でございます。 

 以上でございます。 

○竹田委員 税収としては、ありがたいんですが、

それだけ利用された方が、また費用負担をすると

いうことにもつながっていくわけだというふうに

理解をいたします。 

 先ほど、宿泊するということにおいては、前回

もそうだったんですけれども、学生さんというよ

うなお話がある中で、特に課税免除の中で、社会

福祉事業に基づいて設置された施設に入湯する者

と、こういうふうに社会福祉、福祉分野について

は課税免除という形であるんですが、先ほどの学

生ということにつきましては、やっぱり何らかの

形で免除を考えてあげればどうかなというふうに

思うんですが、この点について、１つお尋ねをし

たいというふうに思います。 

 それからもう１点は、先ほど公衆浴場という話
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が出てくるわけなんですが、既にそうなりますと、

課税免除の中で共同浴場または一般公衆浴場に入

湯する者と、ここに入っているわけなんですけれ

ども、要は鉱泉浴場と公衆浴場というのは、これ

は違いがあるんだというふうに思うんですが、そ

の辺のところ、これはあくまで鉱泉浴場というこ

とで税を課していくわけであって、一般公衆浴場

にもしなれば、もう課税免除がここへ入っておる

わけなんですけれども、この辺は非常にハードル

は高いのかなというふうに思うんですが、ちょっ

とその説明を改めてお願いしたいなというのが２

つ目です。 

 そして３つ目に、先ほど間接税というのがあり

ましたけれども、これは地方税法の第701条です

か、ここによる入湯税を課すということで、目的

税ということなんですけれども、この入湯税につ

きましては、本会議場でもありましたけれども、

環境衛生の施設であったりとか、また消防施設の

整備とか、また温泉の泉源の保護管理、それから

観光の振興というふうに、目的が決まっているわ

けなんですね。 

 そこで、温泉の泉源の保護管理とあるんですけ

れども、今回温泉を掘られているのは事業者なわ

けなんですけれども、要はこういう税を取ること

によって、今後そういう保護管理についても泉南

市が担当するというか、泉南市が行っていくとい

うふうに理解すればいいのか、その点のことをお

尋ねをしたいというふうに思います。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 それでは、

順次お答えさせていただきます。 

 まず、学生に対する減免等についてですけれど

も、昨日からも何回も同じ内容になって申しわけ

ないんですけれども、まずこの入湯税の本市の考

え方につきましては、地方税法の規定、根拠、他

市の条例制定の状況等を踏まえまして、税率の設

定や課税免除の範囲などを考慮して策定したもの

でございます。 

 課税免除の考え方につきましては、一般的に課

税免除の対象とされている年齢12歳未満の者、保

健衛生上の理由から行う一般公衆あるいは共同浴

場での入浴する者、あとは最後に社会福祉事業に

基づいて設置された施設での入浴という形で規定

させていただいたものでございます。 

 委員おっしゃるとおり、学生に対して一定の考

慮をしてもいいのではないかという御意見ではご

ざいますが、やはり入湯税というこの目的に鑑み

まして、やはり一定の施設整備等、先ほど委員お

っしゃった各種の使用目的がございますので、公

平に一定の負担はいただきたいというところで考

えているところでございます。 

 次に、公衆浴場の関係なんですけれども、一般

に公衆浴場というのは銭湯程度のもので、一般住

民の日常生活に密接な関係があり、一般住民が安

直に利用できるものというような規定になってい

るというふうに理解しているところでございます。 

 この公衆浴場の許可については、ちょっと私も

手続はそんな詳しくないんですけれども、聞くと

ころによると、かなりハードルは高いというのは

聞いております。 

 今回この施設というのが、宿泊も伴うというと

ころもありまして、旅館業法の規定が適用される

というところもあり、恐らくですけれども、その

時点で一般公衆浴場の対象からは外れるのではな

いかというふうに考えているところでございます。 

 あと、目的税ということで、泉源の管理を市も

するのかというところでございます。 

 今回は入湯税について本市も初めてというとこ

ろで、目的税の１つである泉源の管理というとこ

ろにつきましては、まだちょっと勉強不足という

ところもございまして、今後その辺については、

じっくりと調べた上で、恐らく事業者と調整しな

がら、その辺の泉源の管理については、市も一緒

に行っていくのではないかというふうに、現時点

では考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○竹田委員 もう最後にします。ありがとうござい

ます。いわゆる学生云々という話におきましては、

例えば大阪府内では吹田市、高槻市が学校教育上

の見地から行われる行事の場合において入浴する

者ということで、やっぱりこういう課税の免除を

きちっと入れているところもあります。 

 それからまた、先ほど市長がちょっと触れられ

ておりましたけれども、入湯料金が1,000円未満

の鉱泉浴場に入湯する者ということになろうかと
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思うんですが、これにつきましても、例えば先ほ

ど市長がおっしゃられました阪南市、あるいは貝

塚市、また堺市、富田林市というところが、大阪

府下ではどうも見られるようであります。 

 そういった意味においては、先ほど宿泊のほう

は5,000円から6,000円、それから日帰りのほうは

お答えがなかったかなと思うんですけれども、確

実にそこへ150円なり宿泊をしない者、要するに

日帰りの方にしても75円が加算されてくるわけな

んですね。 

 そういった意味においては、何度も申し上げて

おりますけれども、合宿所ということから鑑みま

したら、もう少し例えばこういう入湯料金

が1,000円未満についても、こういったことも、

市長は後ほどみたいな話もありましたけれども、

やっぱりスタートする時点で、しっかりその辺を

もう少しきちっと議論した上で、課税免除という

のも考えてはどうかなというふうに思うんですが、

最後にこの点についてお尋ねをしておきたいなと

思います。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 課税免除に

ついて、再度御答弁させていただきます。 

 委員御指摘のとおり、この課税免除につきまし

ては、他団体では入湯料金が1,000円未満の鉱泉

浴場に入湯する者については課税免除するという

団体や、教育上、例えば修学旅行で使う場合に、

課税免除するという規定を設けているところがあ

るのは承知しております。 

 1,000円未満の課税の条例を設けているところ

は、府下30団体のうち1,000円以下が６団体ござ

います。1,500円以下が１団体、学校教育上の規

定を設けているところが、学校教育上という点で

は２団体で、修学旅行のみを対象としている団体

が１団体とあるのも承知しております。 

 そういうのも、こちらも調べてわかっていると

ころではございますが、やはり30団体のうち採用

しているのが、先ほど申した団体という少ない状

況という点もありますし、繰り返しになりますが、

目的税というこの内容を重視した中で、本市とし

て一定の負担はいただきたいというところで、今

回の条例を上げさせていただいたというところで

ございますので、御理解いただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○堀口委員長 ほかは。 

○大森委員 まず１つは、この温泉の利用で、災害

時とか利用できるように貸していただけるような

話し合いなんかは、進めてもらったらどうかと思

うんですけれども、その点についてお答えくださ

い。 

 それと、今ある施設で、たしか六尾のほうなん

か導入しているのがあるというお話だったと思う

んですけれども、ここはこれから、この４月１日

以降は、来年度からは新たに課税という形になる

んですかね。 

 それとあと、消防施設をつくるんやということ

でしたけれども、この課税されたお金で、具体的

にどんなものなのか、ちょっとお答えください。 

 泉佐野市は税率が幾らで、何かそういう課税免

除の特例みたいなのがあったら、ちょっと教えて

ほしいというふうに思います。 

 それと、地盤沈下とか、温泉を掘ることによっ

て起こらんように、ある程度の距離を置いて温泉

を掘るんやというふうに説明を受けたんですけれ

ども、例えばこの泉南市、近くにホテルを誘致す

る計画なんやけれども、そのホテルのほうではあ

れなんですかね、温泉が掘れるような間隔があい

ているのか、それとももう掘られへんというふう

になっているのか、ちょっとその辺のことを教え

てください。 

○西本税務課長兼健康福祉部参事 泉佐野市の入湯

税につきまして御答弁させていただきます。 

 泉佐野市の課税免除につきましては、12歳未満

の者と浴場入湯者という２号立てでございます。 

 金額も本市と同等の、宿泊150円、日帰り75円

で設定しております。 

 以上です。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 私からは、

六尾の施設の件についてですけれども、こちらは

社会福祉事業の対象施設ということで、課税免除

となります。 

○堀口委員長 それは金熊寺や。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 ああ、金熊

寺のところは……。 

○堀口委員長 が課税免除やね。 
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○山上総務部長兼行革・財産活用室長 あと消防施

設についてですけれども、例えば消防施設で考え

られるのは、消防自動車、救急自動車の購入、ま

た消防の消火栓の設置等が考えられるのかなとい

うところでございます。 

 消防施設、消防と救急自動車については、今、

消防組合のほうで事業を行っているところではご

ざいますが、そちらで購入した場合につきまして

は、一定の市の負担が生じているというところで、

そういった負担金のほうに充当することも可能と

いうところでございます。 

 以上でございます。 

○市川都市政策課長 私のほうから、災害時の利用

ということで、現在まだその細かいお話はちょっ

としていないんですけれども、当然災害時には御

協力いただけるような話し合いは進めていきたい

と思っています。 

 それから、温泉掘削の距離ですけれども、既存

の源泉から距離が800メートルという規制がござ

います。それから地盤沈下の対策としては、毎

分500リッター以内というふうな、湧水の量も決

まって、採取の量も決まってございます。 

 ということで、宿泊施設で大阪府に売却してい

ただいた土地につきましては、そこで温泉を掘る

ということはできないという形になります。 

 現在ある温泉が公園の中にあるということで、

それを利用する、利用しないという話につきまし

ては、まだまだ決まっていない状況で、利用する

という場合につきましても、いろいろやっぱり仕

組みの話というのは複雑になってきますので、そ

のあたりは、ちょっと勉強していきたいというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○堀口委員長 ほか。 

○金子委員 入湯税のそもそも課税する、しないと

いうところのお話が出ていたんですけれども、そ

れで少しお聞きしたいんですけれども、入湯税を

課税することができる税目ではなくて、課税する

ものとする税目ということで、基本的には取ると

いうスタンスやと思うんです。 

 尼崎市のほうでも、この入湯税に関しての条例

というのが、平成12年に可決して、それから施行

されているみたいなんです。 

 平成11年当時に、入湯税の取り扱いが県下、多

分兵庫県下で不統一だったということで、この尼

崎市内の入湯施設の鉱泉化を契機に、県のほうか

ら市に対して条例化の指導があったというふうに

資料のほうにあったんですけれども、この国や大

阪府のこの条例化、条例もしないところがあって、

不統一ということらしいんですけれども、これに

対しての指導方針とかが、現状どうなっているの

か。 

 本市に対して、こういう指導というのがあるの

かどうなのかというのを、お聞かせいただきたい

のが１点です。 

 ２点目は、先ほど竹田委員も昭和32年の入湯税

の地方税法の改正で、法定目的税になっていると

いうことで、使用用途が特定されているというこ

とで、４点、主に、環境衛生施設の整備費用、消

防施設の整備費用、鉱泉源の保護管理施設の整備

に関する費用、観光の振興に要する費用というこ

とで、それぞれ目的があります。 

 先ほどそのうち、どういう使い方をするかとい

うお話が出たと思うんですけれども、ちょっと古

い資料になるんですけれども、第173回の国会の

加藤参議院議員の質問に対する答弁書の中で、こ

の入湯税の総額に対しての用途の内訳というとこ

ろで、観光振興に資するこの使い方で58.9％で、

一番多いんですけれども、鉱泉源の保護管理、こ

れが約４％で、環境衛生施設の整備に関する費用

は約24％とかということで、観光振興が非常に大

きいんですけれども、まだそこまでは方針が決ま

っていないとは思いますが。 

 例えば、先ほど消防の例が出ましたけれども、

これは観光振興、本市においても観光振興に力を

入れるということなので、こういうものに目的税

として使用用途を考えているとか、そういう方針

がありましたら、教えていただきたいなというの

が１点です。 

 ３点目なんですけれども、すみません、また尼

崎市の例なんですけれども、これはそもそも資料

を見ていたのが、どうも尼崎市で入湯税の過少申

告が問題になって、それに対しての調査委員会と

いうのが立ち上がって、それに対して資料がバッ
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と出ているんですけれども、それはそれでいいと

して、見ていると運用に関して、少し大変そうか

なと。 

 というのは、徴収する、特徴なんで、当然事業

者に、徴収してもらって申告してもらわなければ

いけないと思うんですけれども、そうなると市の

職員のほうの徴収業務というのと、事業者のほう

は当然、先ほども課税免除とかというのを設ける

んで、当然それの選別であったりとか、その申告

業務というのが発生するということで、少なから

ず業務が発生するのは大変かなということなんで

す。 

 この尼崎市は、この過少申告が発生した問題の

再発防止の対策として、この尼崎市でも初めてで、

ふなれなところがあったんで、課税調査、税務調

査をするような原課がノウハウもなく、そこら辺

が少し不十分やったということで、税務調査を定

期的に実施して、過少申告を未然に防ぐとか、抜

き打ちで実施をするとかと、いろいろ対策を立て

ているんですけれども、実際にこの入湯税という

のが施行されたら、そこら辺本市における庁内業

務として、どういう対応をお考えかというのをお

聞かせいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 それでは、

順次お答えさせていただきます。まず、入湯税に

つきましてですけれども、委員おっしゃるとおり

地方税法に規定されておりまして、必ず課すべき

ものというふうに考えております。その規定によ

りまして、今回条例制定をお願いしているところ

でございます。 

 次に、尼崎市とかでしたら、県からの指導が、

統一に向けての指導があるというところではござ

いますが、大阪府下におきましては、今のところ

統一的な指導というのは受けていないところでご

ざいます。 

 次に、使い道、用途の方針というところではご

ざいますが、委員から今説明いただきました内訳

ですね、観光が全国では58.9％を使われていると

いう、一番多く観光に充てられているというとこ

ろではございます。 

 本市におきましては、来年度以降、この入湯税

につきまして、何に使うかというのは、まだ具体

には決まっておりません。使う候補として、これ

まで説明させていただいたというところで、何を

優先的に行うかというのは、今後決定したいと思

います。 

 来年度必ず、この入湯税が入ってくるというと

ころで、その年度内に使い切れないという状況も

出てくるかと思います。また、用途が、使途が決

められないということも想定されます。 

 そういった場合におきましては、この入湯税の

部分につきましては、新たな基金を設けて、そち

らに積んだ上で、毎年使途を決めて有効に使って

いくべきものというふうに考えているところでご

ざいます。 

 最後に、過少申告とか、そういった再発防止に

対してはどう考えているのかというところでござ

いますが、現在のところ、特別徴収というところ

で、その対策については、まだ具体に定めており

ません。 

 これから他市の、既に入湯税を課している団体

のやり方を参考に、本市については、その運用の

方法、過少申告等が起こらないようなチェック体

制、チェック方法をきっちりと定めたいというふ

うに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○金子委員 御丁寧な御答弁ありがとうございます。

もう要望とさせていただきたいんですけれども、

特別法定目的税ということで、そのものに関して

は当然施設の管理等に要するものは、税からする

と、環境の整備とかに使用するのが、一番優先か

なと思います。 

 できるんでしたら、先日も一般質問等で、観光

振興というか、この市が活性化する、税収が増加

するような施策に資するということで、こういう

観光施策のものに、こういう税も極力投資という

んですかね、いわゆる投資に充てるようなことに

使っていただければなと個人では思いますので、

そこら辺の使い道はいろいろ御検討いただいて、

有効な税の使用というのをお願いしたいと思いま

す。 

 また３点目は、なかなかこれは業者のほうも大

変やと思いますので、極力大和リースさんとの、
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梶本委員からも、どういう話し合いがあるかとい

う質問もあったと思うんですけれども、重々業者

ともここら辺を相談されて、指導できるところは、

極力相手に無駄な負担がかからないような形で業

務の指導とかを行っていただきたいと思います。 

 かつ、こういう過少申告とか、入湯税に関して

の申告漏れというのが、全国でちょこちょこある

みたいなんで、また本市において、そういう今後

問題として持ち上がらないように、そこら辺のマ

ニュアル化とかを徹底して、間違いないように行

っていただきたいということを要望としてお願い

申し上げます。 

 ありがとうございます。 

○堀口委員長 ほかはいいですか。――――ちょっ

と私のほうから質問させていただきたいと思いま

す。 

 先ほどからいろいろ議論ある中で、減免の規定

について、ちょっとお伺いしたいんですけれども、

例えばゴルフ場利用税であれば、障害者は非課税

であります。 

 また年齢、今回の条例では12歳未満という形で

出ていますけれども、ゴルフ場利用税の場合は18

歳未満であります。また70歳以上も減免規定があ

ります。 

 その辺、先ほど1,000円未満のというところの

減免の話もありましたけれども、例えば大阪市

は1,500円未満という形で設定をされているとい

うふうに聞いています。そういう意味では、減免

規定は割と自由につくれるのかなというふうな印

象もあるんです。 

 例えば、芦屋市であれば、地域住民の福祉の向

上を図るため、市または社会福祉法人、その他こ

れらに準ずる者が設置した施設の浴場に入湯する

者というのも書いていたりとか、いわゆる先ほど

クラブ活動とか、学校教育の範疇で行われる入湯

に関しては、減免があるというふうな規定がある

というふうに、それぞれの市でいろんなパターン

が考えられているというふうに思うんですけれど

も、その辺を考えられていなかったのかというの

がまず１点です。 

 それから、特別徴収義務者に関する帳簿の記載

義務ということで、記載日から１年というふうに

なっていますけれども、これは先ほど金子委員の

話ではないんですけれども、何か問題が起こった

ときの確認という意味では、１年間というのは短

いのではないかというふうに思うんですけれども、

その点についてお答えいただけますか。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 まず、減免

についてですけれども、委員長がおっしゃったと

おり、障害者の減免規定を設けている団体とか、

年齢によって減免を設けている団体というのは、

こちらも承知しております。 

 岸和田市におきましては、65歳以上の方につい

ては課税免除と。また、ちょっと団体名は忘れま

したけれども、実際に入湯税に関して障害者の利

用についても減免、課税免除をしている団体があ

るというのも、十分承知しております。 

 繰り返しにはなりますが、そういった他市の状

況も十分調べた上で、本市としては、やっぱりこ

の入湯税の目的というところを重視して、今回の

条例をお願いしているところでございます。 

 次に、特徴に関する件ですけれども、一年一年

という規定をさせていただいているところではご

ざいますが、やはり他市において、先ほど金子委

員からもありましたように、過少申告という問題

が起こっているというのも承知しております。 

 そういった問題が起こらないような、この事務

マニュアル、その辺を他市を参考に、きっちりと

整備した上で、入湯税につきましても、きっちり

管理のほうはしてまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○堀口委員長 ありがとうございます。この辺、ち

ょっと特徴のほうは、かなり事務作業が大変やと

思うんですよね。これは僕もゴルフ場利用税の件

でやったことがありますけれども、非常に煩雑で

面倒くさい作業でもあるんです。 

 だから、そういう意味では、特別徴収義務者に

対して割と大きな負担がかかるんではないかなと

いう懸念は持っております。 

 あとは、やっぱりその辺、例えば福岡市なんか

であれば、65歳以上減免、岸和田市の話も言うて

いただきましたけれども、障害者についても減免

規定を設けているということで、その辺、一定考

慮されるべきではないかなと。 



 

-19- 

 特に、今回合宿所が新設されるということで、

条例の制定という形になるんですけれども、いさ

さかちょっとまだ議論が足らんのかなというふう

な印象があります。 

 ほかはもうないですね。――――じゃ、とりあ

えずこれで、以上で本件に対する質疑を終結いた

します。 

 〔「委員長」の声あり〕 

○竹田委員 これから討論、採決という中でござい

ますが、少し委員にもお尋ねしたいこともござい

まして、一旦ちょっと休憩をしていただければ非

常にありがたいかなと思います。 

○堀口委員長 わかりました。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

午前１１時３８分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

○堀口委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 この際、お諮りいたします。本委員会に付託さ

れました議案第８号「泉南市入湯税賦課徴収条例

の制定について」の審査については、引き続き質

疑が必要と思いますので、議案の審査を継続審査

とし、次の会議で議案の審査を行いたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。 

 それでは、議案第８号「泉南市入湯税賦課徴収

条例の制定について」の審査については、継続審

査といたします。 

 次に、議案第10号「泉南市下水道事業の設置等

に関する条例について」を議題とし、質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

○大森委員 下水にかかわる事業のことでちょっと

大きな話でお聞きしたいんですけれども、泉南市

でも下水の普及が進まないということで、そうい

う質問も議会でたくさん出ているんですけれども、

国・府の方針というのはどういう方針ですかね。

引き続き下水道をふやしていきたい、普及を進め

たいという方針に変わりがないのか。それであれ

ば、もう少し泉南市みたいなところには補助金と

か必要やし、それから、維持するだけでも大変な

んで、進んでいるところは進んでいるところで、

今度は改修の費用が大変やというのはマスコミな

んかで話題になっていますので、国の方針という

のはどういうほうに進んでいるのか。 

 一方、財政負担を考えれば、下水道よりも合併

浄化槽とか集中浄化槽みたいなのを各地でつくっ

ていくという方法もありかなと思うんですけれど

も、その辺国の動きとか、そういうことを含めて

泉南市の考えね。泉南市も苦労されているし、今

でも一般会計からの繰り出しというんですか、や

っていて、影響もあると思うのでね。そんなふう

なところで、国の方針と絡めてどんなふうに考え

ておられるのか、お答えください。 

○川口下水道課長 それでは、私のほうから、下水

道事業について国・府での下水道に関する進め方

等についての考え方をお答え申し上げたいと思い

ます。 

 下水道事業につきましては、昭和62年から本市

は着手してございます。平成30年度末までに汚水

処理整備面積につきましては662.48ヘクタール、

管区延長につきましては141.99キロメートルの整

備を行い、普及率につきましては57.4％になって

ございます。建設費の総額としましては約253億

円で、その財源としましては、主に企業債である

とか一般会計の繰入金、国庫補助金、受益者負担

金となってございます。 

 国の一定の考え方になるんですけれども、国で

は、令和元年度の予算の概要の中でございますが、

快適な生活環境、水環境の向上として下水道の未

普及対策や公共用水の水域の水質保全が挙げられ

ているところでございまして、本市においては、

財政状況は厳しい状況ではございますが、社会資

本整備交付金等を有効活用し、年次計画を立てて

下水道整備を進めていきたいという考えでござい

ます。 

 また、あわせて、維持管理面にあっては、事業

着手から本市下水道事業につきましては25年を経

過しているところでございますので、老朽化した

管渠や施設の長寿命化に取り組んでいく必要があ

るというふうに考えてございます。 

 また、あわせて、合併処理浄化槽の関係でござ

いますが、下水道の立場からお答えさせていただ

くんですけれども、下水道が供用を開始している

ところについての面に限ってのお答えになるんで
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すけれども、合併処理浄化槽につきましては、公

共下水道に比べまして短期間に建設できるもので

あるということで一定の利便性がございます。た

だ、設置に80万円から100万円を要するため、個

人の経済力や環境に対する関心に左右されること、

また、個人管理となるため、放流水の十分な管理

がなされていないおそれもあり、一律に公共水域

の水質保全が図れないという部分がございます。

そういった面から、下水道課としましては、公共

下水道につきましては、対象地域の住民が一定期

間内に接続する義務があることや、下水処理場で

集中処理するため、海の赤潮の原因となるリンや

窒素の除去において高度処理がなされるなど公共

水域の水質保全に大変寄与していると考えている

ところでございます。したがいまして、合併処理

浄化槽は、あくまでも公共下水道の補完的なもの

として考えているところでございます。 

 よって、引き続き下水道の整備というのはあら

ゆる補助金等を勘案しながら普及促進に努めてい

きたいというふうに考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○大森委員 国は引き続きやっていくと、市もそれ

に従ってということですけれども、国も財政が赤

字、大変ですよね。そういう中で、今みたいに下

水道が進んでいるような財政豊かなところでも今

管の交換とかいうのが財政が大変という状況なの

で、単純に国がやっているからとかいうふうには

できない泉南市の財政状況があるので、もちろん

皆さんは身にしみてわかっていると思うけれども、

下水道だけに頼らず、あと環境面からも優しいと

かいうような視点もやっぱり自分たちで考えて対

応してもらうということも大事だと思うので、国

の言いなりにはなれない財政状況はあると思いま

すけれども、自分らで考えて対応していくという、

そういう細かな対応も必要かと思うので、ちょっ

と大きな質問で申しわけありませんけれども、そ

ういうふうな形で環境問題とかし尿の問題を考え

ていただきたいんですけれども、その点何かあれ

ばお答えください。 

○川口下水道課長 答弁の繰り返しになるところで

はございますが、一定、公共下水道につきまして

は高度処理がなされます。それに伴いまして、海

の水質保全とか、そういった部分的な分ではござ

いますけれども、環境には大変配慮した仕組みに

なってございますので、そういった面を含めて、

下水道の整備には取り組んでいきたいというふう

に考えてございます。 

 以上です。 

○金子委員 質問させていただきたいのが、今回こ

の下水道事業というのは法非適用事業になるんで

すかね。法非適用事業に対しての財務規定のみを

適用する財務適用というやつなのか。すみません、

ちょっと知識とがなくて教えていただきたいんで

すけれども、その前に今回財務適用ということで、

これ、全部適用というのもあるというふうに資料

で見たんですけれども、今回財務適用を行って、

公会計を導入して、その先に全部適用というよう

なものを適用するような状況があるのかというか、

検討があるのかというのを教えていただきたいの

が１点。 

 ちなみに、導入のマニュアルみたいなものに、

全適用の場合のメリットというか、何が変わるか

という説明に組織体制などのより独立性が高く機

動的なものになりますと書いてあるので、より透

明性と独立採算でということやと思うんですけれ

ども、ちょっとこれ抽象的なんで、もし具体的に

本市においてこの全部適用というものが検討でき

たとして、メリットがあるならどういうところが

……。ある程度、すみません、具体性を持ってど

ういうところにメリットがありますと教えていた

だければ幸いかなと思いますので、それ１点教え

ていただきたいのと、今回の適用で、この適用の

費用に係るものに対して地方財政措置があるとい

うふうに資料で見たんですけれども、地方債で公

営企業会計適用債というんですかね、これという

のは、既にもう法令化、条例として議案にされて

いるのでもう既に発行してこれを利用したものな

のか、それとも今から利用するものなのか、ちょ

っと教えていただきたいのと、既にか、この先、

利用するなら金額的にどれぐらい起債することに

なるのかを教えていただきたいのが２点目です。 

 よろしくお願いします。 

○川口下水道課長 まず、今回の法適用に当たって、
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一部適用であるということになるんですけれども、

本市が平成31年４月１日に、上水道関係のほうが

大阪広域水道企業団のほうに統合されました。以

前、まだ統合される前に議論されていましたのが

全部適用ということでございましたが、統合され

たことによりまして下水道会計単独で全部適用と

いうのは、もともと下水道会計につきましては一

般会計のほうから繰り入れを一定いただきまして、

収支をゼロとしている状況でございます。また、

人員体制につきましても、独立的に全てを賄うと

いうのは人事体制であるとか財政の関係であると

か出勤体制であるとか、そういったものを全て賄

うというのが難しいということから、今回、条例

の２条に記載しているんですけれども、地方公営

企業法の財務規定等を適用する一部適用というふ

うにしたところでございます。 

 あわせて、全部適用のメリットというか、今の

お答えした答弁の繰り返しになるんですけれども、

一定、公営企業会計といいますのが、一般会計と

違いまして独立的に議会の一定の条件、地方自治

法の96条の議決権の中の部分で、一定の額を超え

ない部分につきましては、機動的、能動的な体制

で運営できるということがございます。そういっ

た面で、一部適用であれ全部適用であれ、そうい

った面が機動的には発生するんですけれども、さ

らに全部適用であれば活動的な運営ができるでと

いうことになるかと考えております。 

 あと、公営企業会計適用債の件でございますが、

既に発行しているということでは認識しとるんで

すけれども、申しわけない、ちょっと今詳細な資

料を持っておりませんので、後ほどまた御報告さ

せていただきたいなというふうに考えてございま

す。 

 以上です。 

○金子委員 ありがとうございます。 

 地方債の件はまた後日教えていただけるという

ことで、全部適用の話なんですけれども、結構小

さい規模で駐車場の公営企業会計とか、他市の例

なんですけれども、非常に３万人以下の小さい地

方自治体でも例は少ないみたいなんですけれども、

いろいろと公会計を取り入れているということで、

そういう規模でも公会計って取り入れられるんや

なというのを、その資料を見ていて思ったんです

けれども、今回そういうふうに泉南市において、

能動的というか機動的に財政出動ができるとか独

立性を高めて柔軟に企業体の運営ができるという

ことがメリットなんやと思うんですけれども、そ

の以前の企業団に統合する前に議論になったとき

に全部適用になれへんかったいきさつというか、

そこをもし……。なぜそれが取り入れられなかっ

たかという議論の論点があるんでしたら、教えて

いただければなと思います。 

○川口下水道課長 失礼いたします。 

 まず、全部適用から一部適用に変更になった経

緯としましては、ちょっと私の説明がまずかった

と思うので、申しわけないんですけれども、一定、

もともとは大阪広域水道企業団に水道が統合され

る前につきましては、下水道につきましても上下

水道部ということでございましたので、全部適用

を考えてございました。ただ、統合されるという

ことが決まった、予定されている段階で、下水道

事業単独で公営企業会計を全部適用するというの

が果たして運営上できるのであるのかという議論

がなされた結果、下水道企業の単体では一般会計

から繰り入れをしていただいている状況から鑑み

て全部適用というのを一部適用に変更したという

のが今回のいきさつということになってございま

す。 

 以上です。 

○金子委員 ありがとうございます。 

 運営上の問題、また多分細かいことやと思いま

すので、後日、すみません、個別で質問させてい

ただきます。 

 最後なんですけれども、この公営企業会計、今

回、これで取り入れたというところの目的なんで

すけれども、ちょっとすみません、話はずれるか

もしれないので、その場合は指摘していただきた

いんですけれども、下水道のストックマネジメン

ト計画というものがあると思うんですが、本市に

おいてまだ予算化されてないと思うんですけれど

も、この公会計を取り入れているのは、その先に

はストックマネジメント計画というのが延長線上

に、視野にあるというか、目的にあるのかという

ことと、すみません、ちょっとこの委員会でそれ
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てしまうかもしれないんですが、そのストックマ

ネジメント計画で導入のスケジュールとか検討状

況というのがもし今具体的にあるんでしたら、そ

れもちょっとあわせて教えていただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

○川口下水道課長 お答え申し上げます。 

 現在、ストックマネジメント計画につきまして

は、令和２年度から実施すべく予算等々を折衝し

ているところでございます。 

 まず、このストックマネジメント計画につきま

しては、一応この計画を立てた段階で国のほうか

ら交付金として２分の１いただけるということに

なりますので、やはり限られた財源でございます

ので、国の交付金等を有効活用する上ではこのス

トックマネジメント計画策定というのは重要であ

るというふうに考えてございます。 

 ただ、このストックマネジメント計画の前段と

しまして、現在長寿命化計画、ことしが最終年度

になるんですけれども、それを今現在、最終年度

として中央ポンプ場のほうで現在更新工事をして

いるというのが現状でございます。 

 以上です。 

○梶本委員 一応今回この条例に関しての主な内容

とか書かれておるんですけれども、第３条の経営

の基本というのは、今までと方向性は変わらない

形で条例ができているんですか。今までと特に変

わったところというのがあるんでしょうか。 

○川口下水道課長 この第３条ですね、経営の基本

の内容についてでございますが、今ご質問いただ

いておりますとおり、この事業計画であるとか、

また処理区域であるとか処理人口、これにつきま

しては、下水道法第４条に規定されております事

業計画に基づいて進めているものでございますの

で、今日まで行っておりました下水道事業として

の計画、方向性については変更等はございません。 

 以上です。 

○梶本委員 それと、予算が少ないということなの

で、現在下水道が供されているところから今も

う57％の人口を賄っているということですので、

もうぼちぼち一般財源からの投入というのを減ら

していって下水道の未整備区間に回すという方向

性は考えられないんでしょうか。 

○川口下水道課長 失礼いたします。 

 おっしゃっているのは一般会計の繰り入れの基

準外の分かと思います。平成30年度決算につきま

して、約１億1,400万繰り入れていただいてるん

ですけれども、一定この部分につきましては、下

水道の使用料等で賄う部分ということになってご

ざいますので、やはり今後まだこの公営企業会計

となり、さらなる公営企業会計の中での経営努力

によって、今後この部分については、基準外の繰

り入れについてはなくなる方向で努力していきた

いというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○梶本委員 使用料の値上げについては、ことし消

費税が10％に上がったということで一応値上げを

取りやめたということを聞いておりますけれども、

今後もう近いうちの使用料の値上げというのがあ

るんでしょうか。 

○川口下水道課長 使用料の値上げにつきましては、

平成27年に改定をしていただいてから現在に至っ

ているところでございます。 

 一定、この使用料の関係につきましては、まず

公営企業会計のほうに内容が変わった段階で、さ

らなる財政状況の中身のほうを再点検したいと考

えておりますので、会計の制度が変わった時点で、

一定この後の使用料の改定等の作業については検

討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○堀口委員長 以上で、本件に対する質疑を終結い

たします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第10号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第11号「泉南市事務分掌条例の一部

を改正する条例の制定について」を議題とし、質

疑を行います。質疑はありませんか。 

○大森委員 ２つに分けた理由ですね。再編と書か
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れていますけれども、その理由と、健康子ども部

ですよね。これは２つの中身があって、保健衛生

に関すること、それと２つ目が児童の福祉及び育

成に関することということで、この健康子ども部

というのは健康と子どものことを扱うと、この２

本立てのことでこういう名前にしたということの

理解でいいんでしょうか。その点についてお答え

ください。 

○伊藤総合政策部次長兼政策推進課長 今回の事務

分掌の条例の制定に関して機構改革に絡むことな

んですけれども、まず２つに分けた理由としては、

主として組織機構の基本方針に沿った形で、かね

てより子どもの関連部署の設置に関して検討して

いたところでございます。 

 そのような状況で、この10月に国による幼児教

育・保育の無償化という国策のほうがスタートい

たしました。そのため、時代のトレンドと市民ニ

ーズに的確に応えるためにも子ども施策担当や窓

口の集約化を図って市民の利便性の向上を図ると

ともに、新たな政策課題に対応するということで、

特化した部門をつくりたいという思いで２つに分

けてございます。 

 また、同時に、福祉関連業務というのがこれま

でにかなり施策改変等もありまして、業務肥大化

もありましたので、そういった意味でも２つに分

けさせていただきました。 

 また、健康子ども部というネーミングなんです

けれども、御指摘のとおり、生涯にわたる健康も

含んだ上でそういったネーミングにしているとお

聞きしております。 

 以上です。 

○大森委員 ずっと議会の中でも、健康福祉部を分

けて子どもに関することというふうに言うてきた

んですけれども、健康子ども部というやつが健康

と子どもを……。そら、子どもの健康も含めてと

いうことになるかもしれませんけれども、何かこ

う２つくっつけて２つの柱で、健康子ども部で１

つで子どもを応援していますというふうな感じに

は受け取りにくんですよね。 

 ほんで、トレンドというふうに、国の国策とか

トレンドとおっしゃったけれども、無償化制度な

んかもありますけれども、やっぱり今問題になっ

ているのは貧困と格差の問題で、それから子ども

たちのというか、子育てとか、どうやって応援す

るかということなので、何かそういうことに合致

するような、大きな柱に対応できるのかなという

ふうなこととか、そういう貧困と格差の問題とか

を真剣に考えた上でのこういう新しい再編には思

えないんですよね。その点、どうですかね。 

 ほんで、ネーミングより中身が大事ですけれど

も、府下で見るとこういう子どもの課に関するこ

とでいうたら、やっぱり未来とか、子どもの幸せ

創造とか、子どもを守るとか、健やかとか、子育

て一番とか、そんなふうな名前をつけて、どうい

うんかな、やっぱり子どもを支援しているような

ことがあるので、何か健康と子ども部って、何か

もう余り無理にくっつけたような名前とかそうい

うことで、本当に子育て支援とかできるのかな、

貧困と対策、貧困と格差のこういう今切実な問題

に対応できるのかなということを思うんですよね。 

 それに答えてほしいのと、新しい形にしたら、

子育てという課とかなくなりましたね。これも、

なくなったからってしないというわけじゃないん

やけれども、子育てという言葉が消えたりしてい

るのを見ると、まあごっつい残念な気がね。本当

に子どもたちを応援するような体制とかを考えて

くれてるのかなというふうに思うんですけれども

ね。その点どんなふうに考えておられますか。 

○伊藤総合政策部次長兼政策推進課長 すみません、

ネーミングを端に発してのご質問なんですけれど

も……（「端に発してとちゃうで。中身を」の声

あり） 

 健康子ども部というその言葉だけで我々が再編

をしたわけじゃなくて、やはり今回のやつで、健

康、子どもということで、縦割りを厳格にしたわ

けじゃございません。中身に関しては、当然のよ

うに、これまでどおり、あらゆる方法ということ

なので、横断的な取り組みも真摯に対応したいし、

当然のように直面する課題に関しては部に限らず

関連部署で対応していくということになります。

ただ、組織再編の肝としては、やはり市民の利便

性の向上等も含めて効率的な組織という形をつく

り上げていきたいという思いがあって、今回のほ

うに至った理由でございます。 
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 本当に、健康子ども部という名前に関しては、

我々のほうも答えというのはないんですけれども、

対応に関してはしっかりとしていきたいと思って

おります。 

○大森委員 子育てとか子どもがそういう、今貧困

と格差の問題とか、少子化で日本の将来がどうな

っていくのかとか、それから、もう自殺は減って

いっているのに子どもの自殺がふえていったりと

か、いじめの問題とか、子どもにおける環境とい

うのは、もう教育も含めて、健康だけやなくて親

の収入の問題とか含めて、部を横断するようない

ろんな深刻な問題があるから子どもに関するよう

なそういうところが集まって、それこそ相談者が

窓口１つでいけるようなことも含めて対応してい

るのに、健康子ども部というのをつくって、健康

と子どものことをしますよと。ほんで、健康福祉

部を再編して割りましたというふうな形に思える

ようなやり方というのはどうかなというふうに思

うので、伊藤次長がおっしゃるように、これから

のことなので、ちょっとほんまに貧困の格差の問

題とか、泉南市、子どもとか教育を充実させてい

くというふうに言うてるんやから、それに見合う

ような形にやっていただきたいというふうに思い

ます。 

 別にこういう名前にしたからというて何もせん

ようなことはないのはようわかってるんやけれど

もね、もうちょっと、何かね、もっと明るい、何

かこう、元気の出るような、ああ、子どもを支援

してるなというような形のものが出てきてもらえ

たらなというふうに思っていたので、質問させて

もらいました。何かあれば答えてもらっても。 

○野澤総合政策部長 今回の組織の再編に当たりま

しては、当然現場といいますか、今の健康福祉部

の御意見も実際、何ていいますかね、子どもさん

であったり、昨今の虐待という話も出ていますの

で、そういう現場の声を聞いた上でこういう組織

再編をさせていただいていますので、そういう実

際の体制とか実際のこれからというのは、その辺

は今回の再編に伴って充実させていくという方向

でございます。 

 以上でございます。 

○竹田委員 ちょっと何点か質問させていただきた

いと思います。 

 今もお話があったんですが、今回は健康福祉部

を再編いたしますということですが、以前は健康

福祉部もたしか２つに分かれていたのを再編して、

これ１つにしたのかなと。ちょっと遠い記憶があ

るんですが、この条例の中で事務分掌として福祉

保険部ですか、新設についてはこれだけ４つあり

ますと。あと、健康子ども部については保健衛生

に関すること、児童の福祉及び育成に関すること

とあるんですが、ちょっと具体的に、保健衛生ま

では旧の健康福祉部もあったなと思うんですけれ

ども、児童の福祉及び育成に関することというこ

とで、課も２つほど新設されるようですが、この

具体的な事務の中身について御説明をいただきた

いというふうに思います。 

 あわせまして、これもちょっと協議会でお聞き

をしたなという感じもするんですが、今回新たに

健康子ども部を新設するということによって、い

わゆる市民のほうのメリットというか、そういっ

た点について具体的に教えていただきたいと思い

ます。 

 以上、お願いします。 

○伊藤総合政策部次長兼政策推進課長 事務分掌の

ほうの児童の福祉及び育成に関することなんです

けれども、具体的な意味は、これまで保育子育て

支援課が行っておった市立保育所及び認定こども

園の設置、運営及び管理に関すること等をベース

にはしております。また、改めて、家庭支援課と

いうのは設置しておるんですけれども、こちらの

子ども給付係に関しては、これまで生活福祉課で

担っておりましたひとり親の医療費であったり乳

幼児の医療費で、これまでどおりの児童扶養手当

の関係、もう１つの係が家庭支援係という新しく

係を設置するんですけれども、こちらは家庭児童

相談に関すること等を担うことになります。 

 言葉的に児童の福祉及び育成に関することとい

う表現にしているんですけれども、これまでの保

育子育て支援課でベースにしていた部分と教育委

員会等で一時的に幼稚園の窓口業務に関してこち

らのほうで対応させていただくというふうに考え

ております。 

 もう１つの質問……。すみません、申し上げま
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す。今回の再編に伴うメリットなんですけれども、

まずは端的に市民の皆様が来庁されたときの窓口

業務がエリア的には集約されたということが最大

のメリットと、あとは、その際に、当然、例えば

医療関係の話であったり、また特別に個人的な相

談等の業務であったりというのも１つの窓口周辺

で行えるということが最大のメリットだと考えて

おります。 

 以上です。 

○竹田委員 ありがとうございます。 

 もうくどくどと質問するあれもないんですが、

今回、まず１つは再編をされるということで、ち

ょっと一見見させていただくと、事務的にはやっ

ぱり福祉保険部のほうが非常に大きいのかなとい

うふうに思います。改めて、今年度でも結構です

が、これ、２つに分けることによる、予算ベース

による配分という点については、どれぐらいにな

るのか、もしおわかりでしたら御説明をいただき

たいなというふうに思います。 

 それともう１点は、児童の福祉でありますので、

これ、当然のことながら児童ですから、小学生、

中学校まで入るのかどうか、ちょっとわからない

んですが、教委との関係ですね。この辺のやっぱ

りすみ分けも非常に大事になってくるんだろうと

いうふうに思いますけれども、その辺についての

御説明をいただきたいなというふうなのがもう１

点。 

 それと、３点目は、今、やはり国挙げてそうで

ありますが、一番の問題はやっぱり少子化という

ことだというふうに思うんですね。そういった意

味においては、子育てについてサポートをしてい

くということ、それから窓口業務というお話があ

りましたけれども、それを充実すると。これは非

常に大事だと思うんですが、泉南市も少子高齢化

が進んでおりますし、ある意味抜本的な少子化を

やっぱりどうしていく。これ、戦略的にどうして

いくんだということが非常にやっぱり重要だと思

うんですね。時の総理が、少子化については、こ

れはもう国難だというふうまで言ったときもある

わけでありますから、ある意味泉南市としてこの

少子化対策をどうしていくんだと、ここの健康子

ども部としてどうするんだということが大事だと

いうふうに思うわけでありますが、この点につい

て御見解をお聞きをさせていただきたいと思いま

す。 

○伊藤総合政策部次長兼政策推進課長 まず１点目

の予算の配分がどうなるかなんですけれども、総

額が福祉予算というのは規模が大きくて、ほとん

どが給付系の措置系のお金だと思います。 

 ただ、福祉保険部のほうには国保年金のほうも

入っておりますし、生活保護とか障害者の自立支

援のほうの部分がまだ残っておりますので、ほと

んどの予算の配分でいくと、福祉保険部のほうが

多くなるんではないかと。正確な数字がわからな

いので申しわけないんですけれども、そういった

見立てでございます。 

 また、教育委員会等との連携になるんですが、

まずは今回、組織再編を行って、窓口の集約化と

いうのを優先したと。ただ、こちらは庁舎のキャ

パの問題で物理的な制約もありますので、全ての

子どもに関する業務が一本化されたわけではござ

いません。ただ、今後、当然のように子育て支援

という形と、少子化対策というのが国のほうも府

も市もとても重点化した上で対応していくもので

あると思いますので、また新たな政策課題等が出

てきた中では今後教育委員会等とも連携を強化し

た上で柔軟に組織の再編というのも含めて対応し

ていくというふうには考えております。 

 ３つ目の少子高齢化対策、市としてですけれど

も、今回の再編を機に、市としても改めて子ども

関連、子育て支援に関する施策には力を入れてい

きたいなというふうには考えています。ただ、そ

れに呼応する形でまた第２期のまち・ひと・しご

と総合戦略の中ででも、子育て支援というふうに

も、少子化対策ということでも対策を踏まえて取

り組みを行っていきますので、その中でいろいろ

と連携した上で施策の充実を図っていきたいと思

っております。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほか。――――以上で本件に対す

る質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 
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 これより議案第11号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第11号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第12号「泉南市附属機関に関する条

例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条

例の制定について」を議題とし、質疑を行います。

質疑はありませんか。 

○梶本委員 第１条の泉南市附属機関に関する条例

の一部改正の設置する附属機関、泉南市し尿くみ

とり券処理業務の改善にかかわる第三者委員会に

ついてお伺いいたします。 

 これは、附属機関等の設置等に関する方針では、

附属機関等の委員の選任等については当該附属機

関等の機能が十分に発揮されるよう設置目的に応

じ幅広い分野から適切な人材を選任することに努

めると、選任するものとするということになって

おりますけれども、今回この第三者委員会、３名

ということでございますし、その中でこの委員の

選任については公募委員の登用についてという項

目がありまして、委員の選任に当たっては附属機

関の性質上高度な専門知識が必要な場合等を除き

幅広く人材を登用するという観点から、原則とし

て委員等の一部を公募により選任するものとする

となっておりますけれども、今回それはなかった

のはなぜかというのと、この３人の委員さんは、

くみ取りという現状、くみ取り世帯、その現状を

御存じであるんでしょうか。くみ取り状況につい

てどういう形でくみ取りをされている、その家庭

のくみ取り状況はどうなっているかということに

ついて御存じの委員さんが１人でも入っているん

でしょうか。 

 それと、かねてから問題になっていますくみと

り券の問題でございますけれども、くみとり券の

導入に当たってはどういう経緯があったのでしょ

うか。この２点についてお伺いいたします。 

○川端総務課長 お答えします。すみません。 

 まず１点目ですね。公募委員の選任は、専門知

識のある方以外は、一部は公募により選任すると

いう御質問やったと思うんですけれども、この第

三者委員会の設置につきましては、審議いただく

内容と申しますのは、し尿くみとり券の制度のあ

り方、管理体制の検証と、再発防止を主眼に置い

ております。この同種の委員会につきましては、

市民代表を委員として選任している自治体は確認

することができませんでしたし、本事案の性質と

いいますか、委員会の趣旨、つまりし尿くみとり

券制度のあり方、管理体制の検証、また、再発防

止を主眼に置いていることから、市民代表を委員

として選任することは想定しておりません。 

 次に、この、今選定させていただきたい３人の

委員さんなんですけれども、くみ取りの制度状況

とかを知っているのかという御質問なんですけれ

ども、この件につきましては、委員以外の出席し

てもらえる、委員以外にも必要に応じてこの委員

会に出席して説明を求めることができるというこ

とになっておりますので、例えば関係部署の職員

が必要に応じて出席しまして説明をすることによ

って、その委員さんたちに理解いただいて御提言

を取りまとめていただけるというふうに思ってお

ります。 

○竹中市長 くみとり券の導入の経緯。ちょっと

何年ごろから始まってというのは、実は私も把

握はしてございません。 

 くみとり券そのものは、実際にくみ取りに行っ

たときに留守の家があってもできるように券の制

度をつくったのではないかと、これはあくまで憶

測ですけれども、それぐらいしか理解はできてご

ざいません。 

○梶本委員 一応この第三者委員会で、泉南市し尿

くみとり券処理業務の改善に係る第三者委員会規

則第２条で、９月に発覚したし尿くみとり券売上

代金横領事件に係るし尿くみとり券制度のあり方

や組織の管理体制等について検証し、再発防止に

関する提言を行うという第２条があるんですけれ

ども、くみとり券制度のあり方ということでここ

に提示されているんですけれども、直接くみ取り

世帯は、今の現状のくみとり券、何も悪いことや

ってないんですね、くみ取り世帯は。お金を払っ

ているだけです。今後、これをある程度この委員

会で変えるという方向性が出た場合に、生活に影

響を及ぼすという問題が発生する可能性がある。
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その中で、この公募委員の中にくみ取り世帯の１

人も入っていないというのは大きな問題があると

思いますし、市長が言われたように、くみ取りに

行ったときに留守家庭があっても、くみとり券を

置いておけばくみ取ってくれると。これは、くみ

取りというのはもう定期的に必ずくみ取ってもら

わな、あふれさせるようなことはできませんし、

そうした場合に自分のところだけのみならず周り

に迷惑がかかるということなので、やっぱりそう

いうことも考えた上で、第三者委員、何もこの３

名と書いてますけれども、３名にこだわることな

かったんじゃないかと思うんですけれども、実際

現実にくみ取り世帯でどういう問題があるかない

かということをわきまえた上でこの委員を選んで

ほしい。 

 弁護士とか識見を有する者、識見というのはど

ういう識見なんでしょうかね。普段下水道を、整

備された、供されているところに住んで、トイレ

に入って流すだけ、風呂に行って風呂の湯を流す、

調理場の、台所の水を流す、それも勝手に下水道

で流れていく、自分のところには全然それは残ら

ない。合併浄化槽であっても、合併浄化槽の中か

ら外へ排出されるということであるんですけれど

も、ぼっとん便所の場合は、これ、トイレですけ

れどもね、トイレについては、トイレの槽にため

置きしているわけですから、必ず適当な日にちに

くみ取ってもらわんと、それ以上出ていく場所が

ありませんので、そういうことをわきまえた上で

のくみとり券制度のあり方を検討してもらわない

けないと思うんですけれども、そういう実態をわ

からない人が、何ぼ頭がよくても、現実的に別に

支障を来すわけじゃないからこうしなさいという

ようなことで決められたら、本当にこれはくみと

り券で生活されている世帯については生活問題が

起こると。たまたまくみ取りの日にちが業者の意

向で何月何日でなかったらくみ取ってあげないよ

と言われたときに、その日に会社を休んで家でじ

っと待っているかというような問題に直面する場

合があると思いますので、その点についての危惧

はどうお考えですか。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 委員の関係

について順次お答えさせていただきます。 

 まず、委員３名というところなんですけれども、

これにつきましては、日本弁護士連合会の企業等

不祥事における第三者委員会ガイドラインという

のがございます。これによりますと、委員数につ

きましては３名以上を原則とするというのが定め

られております。この委員数につきましては、対

象事案の性質によって決めるべきものというふう

に考えているところでございます。今回の公金横

領事件ということを考えまして、弁護士、公認会

計士、学識経験者の３人の委員で構成するのが妥

当というふうに考えたところでございます。 

 先ほども御質問いただきました、この委員がく

み取り制度について熟知しているか、知っている

かというところではございますが、この委員の選

任につきましては、今議会で承認をいただいた後、

委員を依頼するという予定をしておりますので、

現時点ではこの委員がくみ取り制度について熟知

しているかどうかというのはちょっと不明になっ

ているところでございます。 

 ただ、くみ取り制度について知らない委員さん

がなったといたしましても、くみ取り制度につい

て所管課のほうから十分説明することによってそ

れは補えるというふうに考えております。 

 また、くみ取り制度の問題点につきましても、

直接それを使っている市民が入らなくとも、所管

課においてこれまでいろんな課題、問題点を住民

から受けているところではございますので、それ

らを十分委員さんに説明した上で、委員会でのく

み取り制度のあり方について調査検討を行ってい

ただくという予定をしておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○梶本委員 この中で、これ、最後の質問ですので、

この職員の中で、くみ取り世帯の方おられないと

思いますけれども、おられたら後から手を挙げて

いただきたいと思うんですけれども。 

 この管理体制とか売上代金横領事件に対する検

証、再発防止、これは弁護士さんとか公認会計士

さんとか、そういう人で大丈夫やと思うんですけ

れども、くみ取り制度のあり方ということを考え

るということになれば、やっぱり生活がかかって

いるので、ふだんの生活。いろいろと、業者とく

み取り世帯とのいろいろと葛藤がある。業者に不
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満もある。それを一応一番先にどうしたらなくせ

るか、どういう不満があるか、そういうことをこ

の委員さんがわかっているかわかっていないか、

そういう問題があると思うんです。 

 最終は、今約3,000世帯あるという中で、何軒

くみ取り世帯が残るか。結局、先ほどもあったけ

れども、下水道の条例も出ましたけれども、合併

浄化槽は言われたように80万、100万程かかりま

す。市街化区域内で合併浄化槽を、きょう設置し

ました、あした極端に言えば下水管が敷設されま

した、整備されました。あしたつなぎます。ここ

でかかった80万、100万程の金、誰が補償してく

れる。一般会計の中から出してもらうことはでき

ません。補助制度は十何件かあるらしいんですけ

れども、とても全家庭に行き渡っていないという

ことを聞きますし、だから、市街化区域内でのぼ

っとん便所、くみ取り世帯というのは最後まで残

ると思うんですよ。市街化調整区域というのは、

本来下水道は整備されないということになってお

るから、あらかじめ早い目に合併浄化槽に切りか

えるところもあると思うんですけれども、あした

来るか、きょう来るか、あした来るか、あさって

来るかわからないような今の整備状況で、思い切

って合併浄化槽、切りかえようとするところ。新

築で建物を建て直せば別ですけれども、ないんで

す。そやから、ぼっとん便所。このくみ取りが、

下水道が整備されるまで続けんとしようないんで

す。そうせんと、この投資、80万や100万程の投

資はどこから返ってくるんですか。 

 それと、例えば下水道を、この場合、受益者負

担金というのがあえてまたかかるでしょう。二重

投資させられるんです。待っているところは。 

 そやから、その中で今のくみ取り制度を、不正

があったからいうて、その不正をいかにできない

ような再発防止を考えるのが普通なんでしょうけ

れども、それをあえてここでくみとり券の制度の

あり方。今までのくみ取り世帯が文句を言ってい

ないところに対して、何でここへこれを書いたの

か。掲げたのか。それと、この第三者委員会の委

員の中にくみ取り世帯がないというのは大きな問

題だと思うんですけれども。 

 それのお答えをいただきたいのと、実際、きょ

うここへ出席されている職員さんでくみ取り世帯

の方、手を挙げていただきたいと思います。 

○竹中市長 くみ取りの処理業務の改善に係る第三

者委員会ですが、これ、くみ取りそのものの業務

を何とかしようという委員会ではございません。

あくまでもくみとり券を販売する、その代金を集

金する、その過程で公金が横領されたということ

の改善を図るための第三者委員会であって、くみ

取り業務そのもの、それについての改善というこ

とではございません。今あるところは同じように

くみ取り業務をやっていかないといけない。ただ、

その集金のあり方ですね。それには、今まではく

みとり券を使っていましたけれども、今もう銀行

の引き落としやとか、あるいは振り込みやとか、

そういう形での集金ということもできますので、

そういうところでの改善策を考えていただく。事

務をやっている役所の庁内の事務のあり方、事務

の改善についての提言をいただくというものです

ので、直接くみとり券がくみ取りの業務を取り扱

っていることに対しては、特にこの委員会で検討

するものではないということでございます。 

○堀口委員長 端的に。ちょっと時間、かなりたっ

ているので。 

○梶本委員 方向性を変えるということで、まあい

うたら、市長、先ほど答弁された中で、留守の場

合の業者とのコンタクト、連携できるならそれで

いいんですけれども、いろいろそういう問題点が

あるので、その辺のところまで考えてもうた上で、

それとかふだんのクレームとかそういう問題が起

こったときの業者とくみ取り世帯との調整役とい

うのはどういうふうにするのか。その点について

また考えていただいた上で、一応この委員会の結

論が出たときにまた質問させていただきたいと思

います。 

○大森委員 ちょっと梶本委員もおっしゃっていま

したけれども、委員が３人というのはやっぱり少

ないような気がします。気がするだけの話なんや

けれども。 

 プール事故の第三者委員会でいうたら、９人委

員いらっしゃってんね。うち弁護士さんが２人、

教授が１名と、あとは市の職員で、今竹中市長が

言った内容がよくわかるような人で、そういう人
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は必要に応じて呼び出しして話を聞くというふう

になるかもしれませんけれども、プールの事故の

調査委員会とか、事務局も４人ということでプー

ル事故はやっていたので、そういうなのに比べる

と軽量過ぎないかというふうに思うんですよ。 

 それについての答弁と、この内容というのは、

プール事故とどういう比較になるかわかりません

けれども、これも一個人の問題ではありませんわ

ね。横領した人の責任というのは一番重大なんや

けれども、よくおっしゃっているように、市役所

や議会とか、それから監査委員の方もおわびして

いましたけれども、そういうところでチェック機

能が働けへんかったというところまでやっぱりメ

スを入れる必要があるやろうし、それから市民の

信頼回復を得るまでにそれぐらいの提言なんかも

やっぱりしてもらいたいと思うのでね。 

 市長もこの第三者委員会の中身を見て、自分自

身の処罰なり処遇なりも考えているとおっしゃっ

ているから、それぐらい重要なものなので、それ

なりの構えが必要じゃないかというふうに思うん

ですけれどもね。その点、どんなふうに考えてお

られますか。お答えください。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 委員数につ

いてですけれども、先ほどの答弁と重なる部分が

ございますが、やはり対象事案の内容ですね、性

質によって決めるべきものというふうに考えてお

ります。 

 委員がおっしゃったプール事故の調査委員会は

確かに９名で組織されておりました。その際は、

弁護士２名、あと学識、市民代表、保護者代表、

学校代表等いろんな代表が加わっていたというの

も事実でございます。 

 ただ、今回の事案につきましては、３名という

ことで、弁護士、公認会計士、学識経験者の３名

で構成するのが妥当というところで考えたところ

でございます。 

 また、個人だけの問題ではないというのはもち

ろんのことでございます。この委員会の中では、

組織としての問題、また、チェック体制等々の問

題について、本来どうすべきやったかと、なぜこ

ういう事案が発生してしまったかというところも

十分検討していただきました上で、再発防止に向

けて、今後万全な体制で、二度とこのような事案

が発生しないように市全体で取り組んでまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

○大森委員 もう二度と起こしたらあかんというの

は本当にもう同じ気持ちなんですけれども、ただ、

職員が長いことずっとおったという問題に関して

も、市の皆さんの答弁というのは、やっぱり必要

に応じてそう簡単にはやっぱり変えられないとい

う、そこに精通した人を簡単に変えられない問題

があるとか、それから、赤字になっていた分も、

１年ごとの比較やったらわかるけれども、それが

続いていくとこういう赤字が出るものだというふ

うに見て、なかなか十何年間の動きの中で見られ

なかった、そういう会計的な難しさの問題とかね。

それから、会計監査委員の人も言っていましたね。

数字上で見ればなかなか間違っているとかいうこ

とでは、数字自体はうその数字であったり虚偽で

するけれども、そういう難しさがあるというから、

本当にどこにどうメスを入れてどんなふうな改善

をしたらいいんかというのは、本当に大変な問題

やったと思うんですよね。 

 いろんな、学童のときみたいにチェックも、市

挙げてチェックしたというつもりであってもやっ

ぱり漏れがあると。職員だって、何かそないそこ

が悪くても、問題にして何かというようなことで

もなかったようなこともあるし、そやから、本当

にこれ、再発防止とか原因究明というのは大変な

ので、それにふさわしい体制というのは、そら、

人数で決まるものじゃありませんけれども、ちょ

っと構えだけはやっぱり大きくとってもらえるよ

うに。 

 例えば、この３人の委員さんの中で人数をふや

そうとか、議会でもこんな意見、出ましたという

ようなことも含めて、今後必要に応じて、それこ

そ問題の種類に応じてふやすようなことも検討し

てもらうとか、というようなことはちょっと頭に

置いといてほしいんやけれども、そんな点はどん

なふうに考えておられますか。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 委員数をふ

やしてはというところではございますが……

（「そういうことも頭に置いてね」の声あり） 

 はい。現時点では、最初３名、この体制で進め
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てまいりたいというふうに考えております。 

 進めていく上で、この３名ではやはりちょっと

不足だということがもしございましたら、人数を

ふやすことも検討する必要があるのかなというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○堀口委員長 ほかに。――――以上で本件に対す

る質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○梶本委員 賛成ですけれども、これ、行政内部で

起こった不正事件でございまして、第２条に、し

尿くみとり券売上代金横領事件にかかわるし尿く

みとり券制度のあり方や組織の管理体制について

検証し再発防止に関する提言を行うということで

書かれておりますけれども、とにかく行政内部の

問題でございますので、決して、くみ取り世帯が

不便になるような方向で見直すということのない

ように、より便利な、業者との間についてもうま

くいける。今現在も何も業者との問題なしにやっ

てはる、ずっとこられてきたと思うので、その点

についても業者との間が悪影響のないようなあり

方で今後のこのくみ取り制度を考えていただきた

いということで、とにかく行政のこの管理体制と

か不正について検証するということについては賛

成いたします。 

 ただし、くみ取り世帯についての不便にならな

いようなあり方で新しい制度を考えていただきた

いと思います。 

○堀口委員長 以上で本件に対する討論を終結いた

します。 

 これより議案第12号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第12号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第13号「地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について」を議題とし、

質疑を行います。質疑はありませんか。――――

質疑なしと認めます。以上で本件に対する質疑を

終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第13号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第14号「泉南市三世代同居等支援の

ための固定資産税特例措置に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題とし、質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○大森委員 この実績ですね。実績をちょっと教え

てほしいのと、それと、新築のときにお金が出る

んですかね。だから、ある程度資産のある人が利

用できる制度になっているのかなと思うので、そ

の点についてお答えください。 

 それと、近隣でとか国内でこういう制度を持っ

ているところがあればちょっと教えてほしいと。 

 それと、貧困の格差も取り上げましたけれども、

例えばシングルマザーなんかのほうがずっと大変

で、この制度をやめてシングルマザーに回せとか

いうようなことでもないんですけれども、そうい

うシングルマザーに対するような市の制度という

のは何か、泉南市独自とか、他市では余りないん

やけれども泉南市でやっているというようなもの

があれば、教えてください。 

○西本税務課長兼健康福祉部参事 私のほうからは

特例措置の、まず件数からお答えさせていただき

ます。46件ということで、内訳としましたら、平

成28年度15件、そして平成29年度は10件、平成30

年度は14件、そして令和元年度、今年度は７件と

いうことで46件で、軽減税額ですが、696万3,900

円です。内訳としまして、平成28年度97万1,100

円、平成29年度159万5,400円、そして平成30年度

は252万9,200円、そして元年度は186万8,200円で

ございます。 

 そして、近隣でこの特例措置をやっている市町

村といいますと、貝塚市、そして熊取町がやって

おります。 

 そして、資産についてでございますが、これは
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特に今のところ何とも言えない状況でございます。 

 以上です。 

○山上総務部長兼行革・財産活用室長 シングルマ

ザーへの制度というところでございますが、固定

資産税におきましては、現在シングルマザーにつ

いての減免制度等については現在考えておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○大森委員 近隣で行っているのは貝塚市、熊取町

と泉南市ということで、何かその３市に共通する

ようなものが何かあるんですかね。割と家１軒の

敷地が広いんやとか、農業をされているようなと

ころが申請される場合が多いんやとか、そういう

ことがわかればちょっと教えてほしいのと、件数

と実績の金額というのは比例しないように思える

んですけれども、それは何か理由があるんでしょ

うか。教えてください。 

○西本税務課長兼健康福祉部参事 こちら、本市と

しましては、貝塚市とか熊取町を参考にさせてい

ただきまして、ほとんど同じような軽減措置でご

ざいます。 

 そして、軽減税額に関しましては、やはり減価

償却しますので、比例はいたしません。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほか。――――以上で本件に対する

質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第14号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第14号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第20号「市営住宅管理条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題とし、質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○大森委員 今の市営住宅のちょっと状況を聞きた

いんですけれども、戸数と、そのうち空き部屋と

いうのがどれぐらいあるのかね。あと、ちょっと

わかれば、耐震化している状況がわかれば、残っ

ている棟数とかちょっとお答えください。 

○眞田住宅公園課長 市営住宅の状況について答弁

させていただきます。 

 現在、市のほうで管理しております市営住宅に

ついては、368戸管理させていただいております。

そのうち空き部屋が88戸ございます。 

 耐震のできていない戸数については、168戸ご

ざいます。 

 以上です。 

○大森委員 今、この条例の改定によって保証人が

要らないようになって、入りやすくしてもらって

も、空き戸数が88戸あったにしても、やっぱり耐

震化できていないというのは、何度も説明を聞い

ていますとおり、耐震化できていないからという

て地震があってすぐ倒れるというものではないと

いうことはもちろんわかっていますけれども、南

海トラフとか直下型地震のことを考えれば、やっ

ぱり素直に勧められへんような状況があると思う

ので、すぐにはどうのこうのできないかもしれま

せんけれども、耐震化はやっぱり進めてほしいと。

早くしなければならないというふうに思うんです

けれども、その点についてお答えください。 

○眞田住宅公園課長 耐震化につきましては、現在

市営住宅の長寿命化計画に基づいて、若干おくれ

てはおるんですけれども、順次耐震化工事のほう

を進めさせていただいているところでございます。 

 一応、来年度予算がつけば、前畑１棟からを耐

震化の工事を進めさせていただいて、以降は宮本

の１棟というような形で耐震化のほうを進めてい

きたいというふうには考えております。 

 空き家がいろんな棟に点在しているわけなんで

すけれども、新規の募集をするに当たりましては、

基本的には耐震性能が備わっていて、なおかつお

風呂がある棟というところを優先しつつ、さまざ

まなニーズとか要望等もございますので、それら

に応じまして空き部屋のほうを選定して募集をさ

せていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○堀口委員長 ほか、ないですか。――――以上で

本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 
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 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第20号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第20号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第21号「泉南市下水道条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題とし、質疑

を行います。質疑はありませんか。――――質疑

なしと認めます。以上で本件に対する質疑を終結

いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第21号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第21号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で本常任委員会に付託を受けました議案12

件の審査を終わります。 

 次に、請願第２号の審査となりますので、理事

者の方々は退席していただいて結構です。この場

で暫時休憩いたします。 

午後２時４６分 休憩 

午後２時４９分 再開 

○堀口委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 請願第２号、ＪＲ新家駅南地区の安全なまちづ

くりに関する請願書を議題といたします。 

 これより請願の審査に入りますが、まず、梶本

茂躾議員から本請願の趣旨説明をしていただき、

その後、質疑を行いたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

○梶本議員 ＪＲ新家駅南地区の安全なまちづくり

に関する請願書について、紹介議員として一言説

明させていただきます。 

 今回の請願は、去る令和元年５月26日、新家公

民館において、（仮称）新家駅周辺のまちづくり

協議会の協議会立ち上げに関する事前説明会にて、

この協議内容としましては、砂川樫井線の延伸を

含む道路整備、それと、道路拡幅、それと、老朽

化した新家公民館の改修や建てかえ、それとか、

旧新家幼稚園の将来の有効活用、それと、高齢者

向け住宅や商業施設等の誘致について、それと、

地区計画区域内の条例について、これは、第二種

中高層住居専用地域の中に商業施設の500平米規

制というのができておりますので、その点につい

ての協議をいたしました。 

 その結果、その中で請願署名に向けて動こうじ

ゃないかということになり、今回1,756名の署名

をもって請願書が提出された次第です。 

 それでは、ＪＲ新家駅南地区の安全なまちづく

りに関する請願書を朗読して、説明にかえさせて

いただきます。 

 請願の要旨。 

 ＪＲ新家駅南地区（山側）の地区計画を見直し

て、子供達や高齢者が安心して通行できる市道新

家駅宮線、府道大阪和泉泉南線、市道新家駅兎田

線の道路改良等の交通対策を講じるよう泉南市に

働きかけることを求める請願。 

 請願の理由。 

 ＪＲ新家駅南地区の山側の住民の高齢化が進み、

車のみならず、歩行者の通行にも支障をきたして

おり、甚だ危険な駅前となっている。都市計画道

路砂川樫井線の延伸も動きが有るが、今すぐの着

工もままならず、早急に泉南市に対策を講じてい

ただきたい。 

 幸いにして近くに公民館や新家幼稚園跡地等、

約900坪の泉南市所有の土地が有ります。ファシ

リティ・マネジメントの観点からこれらの土地を

活用して資金調達を行い道路改良に向けて、用地

買収費等に支弁できます。ＪＲ阪和線の踏切りが

動かせない以上、新家駅山側の交通が少しでも安

心・安全に通行できるようにしていただきたく別

紙署名を添えて、請願致します。 

 請願者。 

 中佐正幸氏外1,755名です。 

 以上です。 

○堀口委員長 それでは、ただいまの梶本茂躾委員

の趣旨説明に対し、質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

○大森委員 たくさんの方の署名が集まって、請願
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者の皆さん、請願者の方、その方が一生懸命され

た結果だというふうにも思うんですけれども。 

 今の説明の導入の話からお聞きして思ったんで

すけれども、土地利用の話が出てきて、それがき

っかけみたいなことの説明だったかと思うんです

けれども。駅前の安全なまちづくりというのは、

もう根本的にそれがなってなくて何とかしなあか

んというのは、私も新家の海側のほうですけれど

もね、住んでいる議員として、進んでいませんけ

れどもそれなりの運動をさせてもらっていて、で

きてないことは本当に地域の皆さんに御苦労をか

けているなというふうには反省もしているんです

けれども。 

 それでいうと、これ、こういうたくさんの署名

が集まって、市民の皆さんが怒っているというの

は十分理解できるんですけれども、例えば請願の

趣旨の中で、地区計画を見直してというふうに前

提みたいに書かれているんですけれどもね。駅前

の交通安全対策とか住民の安全を進めるというよ

うなことについては誰も反対しないし、それにつ

いての一つ一つのことについては皆さん協力もし

てもらえると思うんですけれども、例えば地区計

画を見直しというのは、これ、前提に入ってくる

と、利害関係が絡んだりとか、それから、今ある

生活をどないかして変えていかなあかん人たちが

いたりするので、この部分については、やっぱり

見直したいと思っている方にとってはなかなか進

まへんといういら立ちはあるかもしれませんけれ

ども、ここはきっちりね、話していかなあかん部

分があるので、前提みたいにして書くのはどうか

と、請願趣旨の中に入ってくるのはどうかと思い

ますし、地区計画の見直し抜きにしても、この交

通安全対策はしなあかんと思うのでね。やっぱり

ここは別として取り扱わないと、後で混乱が起こ

るんじゃないかというふうに思うので、その点、

どんなふうに考えておられるのか。 

 それと、市道新家駅宮線とか府道大阪和泉泉南

線、それから、市道新家駅兎田線の道路改良等の

と書かれていますけれども、具体的にこの道路改

良というのはどんなことを考えておられるのかお

答えください。 

 それから、請願の理由の中に、幸いにしても公

民館や新家幼稚園の跡地等と、約900坪の土地が

ありますということで、ここを売って資金調達と

いうふうに、それで用地。用地というのは多分道

路改良のための用地かなと思うんですけれども、

そういうふうに説明されていますけれども。これ

も、ここで資金調達するかしないかが、その駅前

の交通安全対策とは別問題だと思うんですよね。

反対に言うたら、土地を売れなくても国や府、市、

財政難と言うていますから当てにできないかもし

れませんけれども、こういう資金が調達できるか

できないかというふうなことを、またこれ前提に

すると話がややこしくなるというか、そういう問

題じゃないと思うんですね。それは関係なしにや

らなあかんということが１つと。 

 新家の土地やから新家のためにというのはもち

ろん地元の立場としてはわかるんですけれども、

例えば反対に言うたら、新家以外の土地の売買に

よって新家地域のことを直してもらう場合もある

のでね。その予算を使って新家以外の土地の何か

売買で収入があった場合に、そのお金で新家の改

善もしてもらうこともあるだろうから、新家のと

ころの地域を使って新家のことをしなさいという

ふうな言い方も、これはちょっとどうかなという

ふうに思います。 

 それと、「ＪＲの阪和線の踏切が動かせない以

上」ということ、ありますけれども。不十分な活

動ですけれどもね、新家に住んでいる議員が今４

人いるんですけれども、党派も考え方もばらばら

の４人ですけれども、４人一緒になってＪＲの和

歌山支社に行って踏切の改善とかね、そういうの

も進めていって、ちょっとずつですけれども改善

されたり、府に交渉に行くことによって歩道が改

善していく見通しができているとかね。そういう

こともできているので、ここもＪＲの阪和線の踏

切が動かせない以上というふうな言い方でのこう

いう請願の趣旨というのはどうかなと。 

 これも踏切を動かせなくても、いろんな地域で

いろんな方が運動しているのでね。とか、改善も

進んでいるという状況を踏まえてないんじゃない

かというふうにも思うので、その点、どんなふう

に考えておられるのか。別に踏まえてないからこ

んなこと言うたらあかんとか、議員の活動をちゃ



 

-34- 

んと見てないのかと言うつもりはありませんけれ

どもね。そういうことも地元では頑張って取り組

んでいますということなんですけれども。 

 ちょっと雑多になりますけれども、こういうと

ころ。 

○梶本議員 地区計画の見直し、道路改良、公民館

の跡、公民館じゃなしにその幼稚園跡地の有効活

用、その点、それとか、今のＪＲ新家駅の踏切は

動かせないという話で、一応ね、あくまでも請願

の要旨の中に書いているとおりなので、ＪＲ新家

駅南地区の地区計画見直しということで、安心に

通行できる市道新家駅宮線、市道新家駅兎田線、

府道大阪和泉泉南線、交通対策を講じるよう泉南

市に働きかけることを求める請願。 

 言われたように、道路改良、どない考えておら

れるかという話なんですけれども、今のままであ

る程度この道を整理できないんじゃないかという、

僕はこの請願にはかかわってないんですけれども、

一応この前の５月26日の協議会、参加させてもう

て、いろいろ話を聞いて、皆さんの意見を聞かせ

てもうた上でどうしたらいいかという話になった

んですけれども。 

 ある程度、やっぱり商業施設だけじゃなしに高

層住宅等の、今の状態でも高層住宅の建築は可能

ですし、マンション内の１階部分の店舗も商業施

設も可能なんですけれども。この１つ書いてない

のが、御存じやと思いますけれども、高野別所線

は書いてないんですけれども、この辺の道も手前

にもう住宅が建っていますし、マンションがある

から、大幅に大きく動かせないであろうと。 

 それで、この請願書の図面がついてなかったで

しょうかね。請願書の中、図面はなかったかな。

兎田線からちょうどサングリーンに上がる道もち

ょっと書いてあるんですけれども、いろいろそう

いう総合的に考えた上で、大きな、これ、市にや

ってもらうお願いですので、総合的な絵を描くた

めの地区計画はちょっと邪魔になるんじゃないか

ということで、地区計画ということになったんで

すけれども。 

 あと、新家駅のこの踏切が動かせるという話は、

信頼性、信用性というのはあるんですよ。これが

ないという前提のもとでこういう請願が出てきて

いておりますので。 

 それと、あともう１つは公民館。これはこのと

きの要望で、とにかく老朽化しているから建てか

えてほしい、あるいは改修してほしいという話か

ら来た中で、泉南市にそのままぶつけても、これ

は泉南市に対する請願を議会のほうからお願いし

ますということなので、ぶつけても金がないと一

言で終わったらどうしますかという話があった中

で、公民館は今フルに、この新家の公民館はフル

に利用されているということなので、一応それは

温存しながら、幼稚園のほうは週に１回しか使わ

れてない。これもかなり老朽化して耐震化もされ

てない。幼稚園裏に約300坪の土地がある、農地

があると。これは市街化農地ですから、この辺を

うまいこと、この地区計画を見直せば有効活用、

あるいは処分とまでは言いませんけれども、市で

何か使える、有効活用ができればいいなというよ

うな形で、これ、請願書に書かれたところなんで

すけれども。 

 この場所は駅に一番近い中での泉南市の市有地

ですから、もっとフルに使い方も、この新家地区

の活性化するためにフルに活用してもいい場所だ

と思うんですけれども。これも資金調達というこ

とで書いていますけれども、何もそこまで思って

いるつもりはないと思うんですけれども、最悪の

場合、市に金がないという話になったときに、そ

ういうことも考えられるんじゃないですかという

ことなんですけれども。市で有効活用できるこの

土地をとにかく、公民館の前もちょっと広いので、

そこの道幅も広げられるということもありますし、

そういうことも考えてこういう請願書が出てきた

ものだと思います。 

 あと、道の件ですけれども、どう広げるかとい

うことは、目先からいかなあきませんので、これ

は地権者のおることですから、この新家駅宮線の

角っこですね。出たとこ、角っこ、隅切りとか、

新家駅兎田線の駅の前、少し狭くなっている場所

とか、こういうところを市が買収してもらってち

ょっと広げてもらう。大きな計画を持ってこの道

をどないか広げる、拡幅。全面的に市の金で拡幅

というのは難しいですから、ある程度高層住宅あ

るいは商業施設が来て、それを後ろへ後退しても
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らえるようなことがあれば、広がる可能性がある

ということです。 

 道路改良については、多く望みませんし、新家

公民館はできるだけ建てかえとか改修とか、そう

いう形をとっていただきたい。要望がそれが多い

と思いますので。ただ、ろくに使われてない新家

幼稚園とか新家幼稚園裏、昔の園庭もありますし、

約300坪の土地も、あの田んぼもあります。この

辺の有効活用を何とか考えてほしいということで、

今回の請願が出てきております。 

 皆さんが一番関心あるのは道路拡幅、それをど

ういうようなテクニックで拡幅していくかという

ことが今後の問題になると思うんですけれども。

これはまだいろいろと市と新家、各地域の地区の

皆さん方と及びこの駅前周辺の問題は地権者の意

向もありますので、地権者の考え方とか、それが

一致したときに、大きなある程度の活性化を図る

ための地区整備ができるんじゃないかと思うんで

すけれども。 

 その辺で、ちょっと答えになってないかもわか

りませんけれども、どうでしょうか。 

○大森委員 交通安全対策を充実してくれとか、そ

れから、駅前の交通混雑を解決してくれというふ

うな中身に反対する人はもう誰もいないというふ

うに思います。ただ、今も言うたように、地区計

画見直しということであれば、困る人もおるし、

それから、反対する人もおるやろうし、それから、

どうなるのかという不安を抱えている人がおるわ

けですよ。週に一遍かもしれませんけれども新家

幼稚園を使っている方もいらっしゃるしね。公民

館、ほんまに狭くて利用者が多くて、広げてほし

いというふうな方、何とかしてほしいという声も

もちろんたくさんあるのやけれども、そやからと

いうて、道路の財源にするために売っていいのか

ということがこういうところで語られて、そうし

たいから請願に賛成してくれというふうなことが

いけるのかどうかね。 

 道路のことも、地権者がいることなのでね。拡

幅が大事というふうにおっしゃっていてあれやけ

れども、地権者の方に聞くと、こういう署名の具

体的な話も説明を受けてないと。もう勝手に進め

てみたいなことで進んでいるんじゃないかという

ふうに怒っている人もおるわけですよ。 

 でも、一方でこうやって地権者に協力して道幅

を広げなあかんというようなことをこの請願の中

で書き込まれて、そういうことで説明されると、

せっかくのいい請願の中身が、本来ならもう一致

できるような中身のものが、敵をつくっていると

いう言い方はよくないかもしれませんけれども、

理解できないようなふうになっているんじゃない

かというふうに思うんですよね。その点、どんな

ふうに思われていますか。 

○梶本議員 僕もこれ、一から十まで携わったわけ

じゃないんですけれども、それはこういう、これ、

考えたら、チャンスといえばチャンスですし、今

やらなかったら後からもこの道が広がらないまま

終わってしまうような可能性があるということも

考えた上で、これは市を動かして、これはもう新

家地区、特にこの中村、上村も一部入りますけれ

ども、その地区計画内の皆さんが考えられる話で

ありまして、地区計画を見直すと言うたところで

やっぱり、それは１人、２人の反対があるかもわ

かりませんけれども、ある程度一定の賛成者がな

ければ地区計画の見直しもできませんし、この中、

これ、請願を集めた人らがいろいろこういうふう

に熱心に考えられたとしても、地区計画の見直し

がならなかったら、これも何回も地元住民さんと

の行政との話し合いの中で初めてこの条例改正が

できると。議会も通さなあかんことですので、な

かなか時間がかかるものだと思います。 

 だから、今話をしとかんとだめなのは、優良な

市街化農地、この辺、たくさんあります。この中

でもう今すぐにでも住宅会社が買いに入っている

とかいう話で、いつこの田んぼが全部埋まってし

まうかわかりません。そのときに道を広げるとい

うたときにどうなるのかと。ある程度こういうふ

うに今地区計画を見直して有利な条件で道幅を広

げるとか、広げるだけじゃなしに、やっぱり今の

ところでしたら道を新しくこしらえる、横へ入る

道とかいろいろできると思うので、それができな

くなってからでは遅いんじゃないかということで、

僕もこれ、今回紹介議員として賛同させてもらっ

たところなんですけれども。 

 ですから、反対は反対としてあると思います。
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どんな計画でも反対があるのは普通だと思います。

それが今回みたいな請願を集めるのに先に走って

しまったというの、ただ、反響が大き過ぎた。半

年で1,756、私もびっくりしました。あの１年か

け、それも泉南市全域をかけて全域に請願署名を

もらったわけじゃない。新家地区中心に、あるい

は新家地区へ通っている人を中心に、請願を、署

名をもらっているということでございますので、

それだけ実施期間があって、地区によったらもち

ろん喜んで署名してくれるところもあれば、それ

は、いや、こんなん嫌やというとこも多分あった

と思いますけれども、これはあくまで決定じゃな

いですから、とにかく請願を行政に対して、市長

に対してぶつけるということなので、そこから後、

この地区計画って、わざわざこれ、地区計画見直

しと書いているのは、これ、ないほうがスムーズ

にいけるかもわかりませんけれども、一応地区計

画見直しということを書いておられるので、これ

には２年、３年かかるであろうと。 

 だから、もう最後のチャンスだと思いますし、

ある地権者、何人かと話はするんですけれども、

もう自分らもいい年になってきた、子どもはもう

帰ってこない、大きな土地を持ちながら断捨離や

と。今やったら住宅会社から何ぼでも言い値で新

家の駅前やから買ってくれるよと。もうあしたで

も売ってもいいんですよという話は聞きます。だ

から、一応この請願がここで否決されたところで、

困るのは誰でしょうという話になるだけの話で、

この請願を集めた人らは別に問題はないという話

を聞かされております。 

 以上でございます。ほかに答弁足らんかったら

また聞いてください、何回でも。 

○大森委員 今の話を聞いていると、何の請願なの

かね。その地区計画の見直しを求めているための

請願みたいなね。１人、２人反対したってとか。

でも、これが否決したって別にかまへんのやと。

住宅会社が入ってきているから云々みたいなこと

をおっしゃるというのは、請願者の人も、それは

いろんな利益にかかわることはあるかもしれませ

んけれどもね。多分請願者の人とか、それから署

名してくれた人も、駅前の交通安全対策と交通混

雑解消ということで、これは誰も否定できへん。

否定というか、誰もが何とかしたい、しなあかん

と思っている中身なのでね。何かそれを紹介議員

が反対に複雑にしているというか、地区計画の見

直し、見直しとかいうふうなことを言うていて、

何かこの交通安全とか交通対策というところが飛

んでいるような気がしてならないんですよ。 

 多分、署名してくれた人は、地区計画の云々よ

りも交通安全対策、それはもう、反対に言えば、

地区計画ができなくとも、それから、いろんな財

政状況が大変でもやらなあかんことじゃないです

かというのが趣旨だと思うんですよ。それが紹介

議員の話を聞いていると、どうもその地区計画み

たいな話になって、それも何か住宅会社が入る入

れへんとか、商業施設が来る来えへんとかいうよ

うな、ちょっと何か筋が違ってきているような気

がするんですね。その点はどんなふうに思われる

か。 

○梶本議員 これは昔の話ですけれども、僕、まだ

議員になる前に、信達中学校のＰＴＡ会長をして

おりまして、運動場が狭いから後ろの土地を買っ

てくれと。これ、まだ、成田元議員さんら、おら

れましたけれども、請願をお願いして通ったんで

すけれども。ところが市のほうが、一応オーケー

になったとしても買収するまでに２年かかると。

住宅会社はあした買いますという話で、それ、切

られたことがあるんですけれども。その土地が今

でも心残り、もう今住宅が建って、運動場が狭い

中で信達中学がやっているんですけれども。その

時機というのがあると思います。 

 とにかく要はこの交通安全対策ということをメ

ーンに打って、道路の拡幅ということを第一義に

考えておりますけれども、それとともに買い物難

民というような問題も出てきていると思うんです

けれども。昔は、この規制をかけたときには、駅

前には店舗、銀行、公民館、いろいろありました

と。それから、スーパーが１軒なくなり、銀行が

ゼロのこの駅の上の地区がそういうふうになりま

したと。それで、山手の地域の人は買い物難民、

あるいはある程度店屋さんに頼んで配達してもら

う、そういう話でやられていると。 

 とにかく何が不便かというたら、あの踏切、あ

の交差点を越えていくのが危ない、よう行かない。
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年でよう行かない。そこへもってきて、今まで夫

婦で暮らしていたけれども、片一方が亡くなられ

て１人で暮らしている。そういう年いった人がい

てる。子どもたちはもうよそへ行っていない。寂

れるだけの新家の駅周辺になってきています。そ

やから、せめて踏切を渡らなくて買い物できるそ

こら辺に商業施設があればいいなという御意見も

あるらしいです。 

 そやから、その辺のところを踏まえて、これ、

僕らも新家の人間じゃありませんから、泉南市全

域のことを考えていますけれども、泉南市の活性

化について、やっぱり新家もこれから人が減り、

山手の住宅から空き家が目立つような状態になり

つつありますから、それをどうにかして解消しな

くてはいけないというような問題があります。そ

やから、それについてこの地区計画上のこととい

うようなことも考えた上で、大森委員の言われる

ように交通対策だけではオーケーやけれどもとい

う話やけれども、そやけども、その現実性がない

でしょう。市が金ない。道路拡幅するのにどうし

たらいいか。やっぱりこれはもうある程度広いこ

の絵を描いた地区整備というのが必要だと思いま

すけれども。 

 そやから、地区計画ありきという、そういうふ

うにとられたら、僕の言い方が悪かったと思いま

すけれども、とにかくやっぱり人ありきです。年

寄りがありきです。どうしたらいいのか。駅前の

この混雑、道路拡幅についてはどないしたらいい

かや。 

 反対に聞きたいのは、大森委員にはどうしたら

いいとお思いでしょう。 

○堀口委員長 反問権は認めてないので、申しわけ

ないけれども、そこは。 

○大森委員 もう３回なのでね。もう質問する気も

もうない、質問もさっきで終わったと思う。ただ、

今、寂れるだけの新家とかね、何でそういう言い

方をされなあかんのやなというふうな、ほんまに

怒りを持ちますね。それは言われるようにすぐ解

決する問題でもありませんしね。やけども、寂れ

るだけの新家やと言われて、それで、今がチャン

スやと、今やれへんかったらだめやというふうに

何かおどされるような形でこの請願に賛成せいと

いうふうに言われても、ちょっと納得がいかない

と。 

 もちろん本当に交通安全とか交通混雑、こんな

ことが解消できてないのは申しわけないと、議員

としてはそれはもちろん思っています。理事者に

働きかけとかＪＲとか府にも働きかけも、今も言

うたように地元の議員ではいろいろ取り組んだり

していることもありますのでね。寂れるだけの新

家じゃなくて、これから発展することは当然考え

ていっているし、今聞かれてこうしてすぐ解決す

るというようなことはないけれども、それは個人

的な幾つかの個別に話をしながらするということ

もできますけれども、とりあえずやっぱりこうい

う請願は、多くの人がやっぱり賛同できる中身で、

何か件名のところの請願の趣旨とか理由の中に別

の何か思惑みたいなのが入っていて出されるとい

うのはよろしくないなというふうには思います。 

○堀口委員長 ほかに。 

○金子委員 ２点御質問させてもらいたいんですけ

れども。 

 １点目は、先ほど大森委員との質疑のやりとり

でもさんざん出ているんですけれども、確認とい

うところなんですけれども。この請願は、請願の

要旨にあるように、趣旨としては複数の市道と府

道の改良による安全対策を講じることを泉南市に

求めていると。さっきから出てきているこの地区

計画とかその資金調達の手法がどうこうというの

は、別にこれの手法を使ってしろという要求では

なくて、あくまでもただのこういう手法でそうい

う改良の道もあるというアイデアというか、そう

いうものというふうに捉えていいのかというのが

１点と。 

 だから、すみません、つまり、この請願の要旨

はどこまで行っても市道と府道の改良による安全

対策の措置を講じる請願という、シンプルにそう

いうふうにとっていいのかというのが１点と。 

 ２点目は、先ほどこれもお話が出たと思うんで

すけれども、ここの対象になる地区の住民、地元

ですかね、区とか、まだ意見集約というか、同意

されてない方がいると。この請願書の前提なんで

すけれども、通った後も当然粛々と、大森委員が

おっしゃっているように地元の皆さんの意見とい
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うのもちゃんと聞いて、誰も、誰もというのは難

しいですけれども、不満がない形で交通整備と開

発を行わなければいけないので、そういう方と粘

り強く意見を聞いて折衝して、皆さんの意見を吸

い取ってやるというのは当然努力として継続して

行うし、最終的にはそういう形で実現するという

ふうに考えていらっしゃるというふうに受けとめ

ていいんですか。強引にもうそういう一部の声を

切り捨てて、この中心というか、一部の方たちで

進めようとしているというのは決してないという

ところなのかを確認させていただきたいというと

ころです。よろしくお願いします。 

○梶本議員 ここについては、そもそも冒頭に言わ

せてもうたように、新家駅周辺のまちづくり協議

会、一応簡単に結成されておりますので、その中

で、それまでこの請願署名が意外と集まるのが早

過ぎたというのがあって、そこから後、協議会と

いうのは開かれてないので、今後この請願が通れ

ばそういうことも考えられると思います。そうい

うふうにやっていくべきであると。僕、また請願

者にそういう話でいかせてもらいます。 

 それと、あとは、あくまでも言われたように交

通渋滞緩和、それと交通対策、あくまで。できる

ことならば、道路をやっぱり拡幅した上での、道

路を広げたからというて、ここ、４車線ですか、

行って、踏切に対してまざってくるので、その辺

のところもある程度道も、今この新家川の和歌山

側の左岸のほうが一部イトーピアに対する下水管

の敷設に当たって狭いところを広げてくれる話に

なっているので、ここから前のクリークがあった

ところの信号へ出てきて、反対に言うたら長慶寺

のほうへ尋春橋を渡って流れる車もかなり多いと

聞いています。だから、その踏切に一極集中する

んじゃなしに、ある程度分配するような、そのた

めの地区計画見直しということを掲げているのや

と思います。 

 ただ、あくまでもこれは行政に出す請願で、も

ちろん各個人個人ですから、こういう計画を書く

ことすらできませんし、それはもうあくまでも市

が地元との合意の上でやっていただきたい。また、

この協議会の中ももう少し意見を集約した、今の

ところまだまちまちのようなところもあるらしい

ので、それぞれ考えるところがある中で1,756名、

これ、なかなか集まるものじゃないと思うんです

けれども。また、その書いていただいた人にも、

また協議会のほうへ参加してもうて、意見を聞か

なあかんと思います。 

 ただ、今回ちょっと拙速であったところもある

んですけれども、一応そういう署名を集めている

中でいろいろと皆さん御意見を聞いていると思う

のでね。そういう御意見も反映するようなまちづ

くりというのを考えていくんじゃないかと。僕も

その協議会に入っているわけじゃないので、これ

も新家地域の方の御意見を反映するような形でそ

の協議会というのをやっていかなあかんと思いま

すし、また、請願者にその要旨をまた伝えます。 

○金子委員 まちづくり協議会が中心。わかりまし

た。 

 すみませんが、ちょっと重ねて確認になるんで

すけれども、あくまでもまちづくり協議会で論題

に上がるとすると、まちづくり協議会の中のまち

づくりの中の議論の中の安全なまちづくりという

ことに関して、それが論点になって、そこの部分

に関しての請願書ということで。 

 だから、すみません、何が言いたいかというと、

ここ、今回出てきている請願に少しまちづくりと

か商業振興とか、安全以外の観点のものがちらほ

ら出てきたような気がするんですけれども、もう

シンプルに、その安全以外は今回請願の趣旨とし

てはないとは言わないですけれども、そこではな

くて、あくまでもこの請願書は安全なまちづくり、

安全な交通を実現する施策を市に求める請願とい

うふうに受け取っても間違いはないですか。 

○梶本議員 一応協議会のほうでそういうまた今後

話もある。これ、地域的に区長さんとかにはお話

ししてないらしいですけれども、中村、上村、一

応話はしたけれども、そっちでやってくれという

話で、一応関心ないという話でしたから、この協

議会というのが、このとき集まったのは大体駅上

の人、それとか、新家の区長連絡協議会の区長さ

んが見えたというところなので。 

 これ、ちょっと普通やったらおかしいと思うか

知りませんけれども、１つの区でできるような話

じゃない。集めたのはかなり広い範囲の、特に新
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家山手の区から集まっていますので、その点につ

いてもやっぱりここを中心に、この協議会中心で、

各区長どうのこうのじゃなしに、全体のこの区民、

その新家住民さんの意向に従うような協議会とい

うのができてくると思います。ただ、この請願が

通らなかったら市が動かないのに、勝手に動いて

も仕方がないということだけです。 

○金子委員 基本的にはその当該エリアの地元の区

なりというのが基本的に同意してないというのは

なかなか、珍しいかどうかわからないんですけれ

ども。当然そこは賛同しているほうがよりいいと

は思うんですけれども、ただ、そこがない今回は

形ですけれども、約1,700名の署名というのも、

これも非常に重いなと。非常に重いなと思うので、

この請願をもとに地元の市民の方、区民の方と協

議して、皆さんが利益を受けるというか、皆さん

が納得するような形に持っていくためのここは入

り口というふうに前向きに捉えれば、非常にこれ

も確かにいいなと。 

 約1,700名の署名もあって、重いなと思うんで

すけれども、この先、また繰り返しになるんです

けれども、この請願がもし採択されても、当然地

元としては、ここからがスタートやと思うので。 

 というのも、今、大森委員もおっしゃっていた

ように、多分この請願を見て、現時点で公民館と

かをもう廃止するとかと思っている方も多分いら

っしゃるでしょうし、そういう方からすると、当

然この計画は何やということになると思いますの

で、今からが実際のどういうふうな新家駅前、安

全で活発化するまちづくりをするかというの、今

からまさにつくり上げていくものやと思うんです

けれども。そういう形で粘り強く当然地元の皆さ

んが、総意は理想ですけれども、粘り強く皆さん

の声をすくい取ってそれを集約するという努力の

もと進んでいくというふうに考えていいんですか。 

○梶本議員 これ、書いている文章、これをやろう

としたら、１年、２年では絶対だめですから、今、

一番この協議会の中で、これ、やっていただきた

いのは、今、牧野のほうでも隅切りとかちょっと

広げたりとか、松源さんが出店したので、公民館

の前が６メーターの道路ができましたとか、もう

できる範囲、それとか、昔の岩出線で食堂があっ

たところの隅切り、牧野区のあの地主さんに安く

貸していただいて隅切りできるとか、そういう小

まめな、ちょっとでも安全を生むための小まめな

努力ですか。目についたところ。 

 というのは、市のほうが何もわかりませんから、

ここの角のところは、貸してくれるよ、ほんなら

ありがたいねという話で、その角を隅切りすると

か、そういうことでやっていただけている。今回

も新家川の和歌山側で２軒の家が、ちょっと狭い

ところが下水道の整備に伴って後ろへ引っ込んで

もらいましたとか、そういう小まめな、地域に根

差した小まめな交通対策というのができるから、

それをやるのがまちづくり協議会で、大きなこと

も考えながら小さいことをこつこつやっていく、

そういうのが必要ではないかと思うんです。それ

が１つのこの区長さんでおさまるか、よその区ま

で行くかという話もあるので、この請願は別にし

ても、そういうことをやっていく必要があると思

います。 

○堀口委員長 ほか。 

○竹田委員 紹介議員の梶本議員、御苦労さまでご

ざいます。 

 ちょっと時間がかなり超過していますので、ち

ょっと絞って質問したいなと思うんですが。ちょ

っと今のお話を聞いていると、梶本議員、例えば

道路のことについては、これは大森議員も言うて

はりましたけれども、何らやっぱり問題ないんや

ろうなと思いますし、私も新家で住んでいますの

で、非常にやっぱりここの場所というのはよく存

じ上げとるわけなんですけれども、何とか交通対

策というのはやっぱりしていかなければならない

というのは、それは感じますし、趣旨的には何ら

問題ないだろうというふうに思います。 

 ただ、先ほどのお話をお聞きしていますと、ど

うしても幾つかちょっと疑問点も出てくるわけで

あって、それよりも、もう少し固まった段階で改

めて出されるという選択肢はないんですか。ここ

に至って非常に申しわけないんですけれども、紹

介議員さんとしてですね。 

 といいますのは、やはり要旨を見ても、道路に

しても、僕はできれば高野別所線、これ、入って

ないんですけれども、やっぱりそこも本来は入っ



 

-40- 

ておくほうがやっぱり大事な話だろうというふう

に思いますし、また、その地区計画にいたしまし

ても、まず行政からいくと、行政も今やっぱり新

家に対して新たに、今のところはよくわからない

ですけれども、新家にこうしていく、こういうふ

うに変えていくというのは少し、今ちょうど海側

にロータリーをつくりましたから、あそこで１つ

もう新家はでき上がったというような、こういっ

た感覚を持っているんですけれども、その点はい

かがなのか。 

 改めて今ありましたけれども、当然地元の区の

方がね。例えば地区計画というのも出ている。こ

の地区計画は１つネックになってくるんですが。

これについても新家のこの山側しかかかってない。

例えば他の４駅を見ても、やっぱりかかってない。

他の３駅か、見てもかかってないわけで。あえて

ここにかかっているこの地区計画を見直すという

趣旨が、もう少しきちっとやっぱり説明していか

なければならないと思うんですね。 

 500平米というようなお話もありましたけれど

も、当時やっぱりこの地区計画を立てるときに、

やっぱりこれ、地元の意向として、そして、新家

を住みやすい地域、地区ということで恐らくかけ

たんだろうというふうに思うんですね。今度は逆

にこれを見直すことということは、相当やっぱり

地域の皆さんの賛同を得ていかなければならない

のと違うかなというふうに思うんですけれども、

このあたりのことはどう考えられているのか、ち

ょっとお尋ねさせていただきたいと思います。 

○梶本議員 請願を今回出したというのは、約半年

かかりましたので、最初彼らがしとるので、どう

なっているのかという話もあったということなの

で、1,700を超えてきたらそれなりの数量ではな

いかということで、早く出してもうたほうがいい。 

 これは一応投げかけですので、議会に対する投

げかけですので、市民の意向がこれだけあるよと

いうことを言っているところなので、僕もこの請

願をぜひとも通す通さんと、そこまで意欲がない

と言うたら失礼になるけれども。（「失礼やね。

紹介議員やからね」の声あり）ただ、その署名を

もらっているということに対しては、もう早く、

テクニックでいくのじゃなしに、量として早く出

したかった、それだけの話なのです。 

 それと、地区計画に関しては、これは新家周辺

の地権者17件の署名を持って、平成30年７月、去

年ですね、嘆願書を竹中市長宛てに出してあるん

ですけれども、これについては一応商業施設の、

これは当該地区は近隣商業地域及び第二種中高層

住居専用地域となっており、商業施設の床面積

は1,500平米まで立地可能であるが、平成３年で

すかね、に500平米規制が決まったということで、

これはもちろん地元の意見があってそういう規制

ができたということでしょうけれども。そのとき

と比べて、先ほども言うたように、銀行やスーパ

ーがなくなり、薬屋さんもなくなる。いろいろな

条件が重なった中で今回もう見直ししてはどうか

という話も出たんですけれども。これが平成30年、

去年の７月の時点での話でした。 

 今回のこの件については、先ほど言いましたよ

うに、ことしの５月にまちづくり協議会を立ち上

げるについて、新家駅周辺のまちづくり協議会を

立ち上げる事前説明会の中でこういう署名に走ろ

うかという話があえて出た。ただ、そやから、そ

の協議会の中での意見がまとまりがないのはちょ

っと仕方ないなと思うんですけれども。 

 この嘆願書、去年の嘆願書についても地権者の

集まりなので、やっぱり地権者としたら、自分と

こ、店をするにしても、500平米よりも1,500平

米。1,500まで行ったら広いですけれども。500っ

て120ぐらいですか。130ぐらいか。そやから、せ

めて200坪か300坪ぐらいの店舗をやりたいと思っ

てもできないということを地権者がわかりました

ので、この辺ももういろいろ新家の山手地域の買

い物難民という問題がこの辺から出てきたところ

なんですけれども。それじゃ、もう１回見直しし

ようよと。ところが、これはもう嘆願書で終わり

ましたので。これはあくまでも地権者有志、地権

者中心で土地の持ち主ばかりが17件寄った上での

嘆願でした。これがもう市のほうに届かなかった。 

 その後、ことし５月、こんなのじゃあかんやな

いかという話がまた持ち上がりまして、さあ、ま

ちづくり協議会、こしらえようやないか。その時

点でもちろん地区計画の見直しもありましたけれ

ども、とにかく道路の拡幅。道が狭い、危ない。
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それと、踏切の混雑。どっちから先に渡っていい

か。新家ルールってあるのも僕も知らなかったん

ですけれども、そういうルールがあっての暗黙の

交通規制みたいなのをやっていますし。その辺の

ところから今回の署名が始まったので、これはあ

る程度、請願の要旨あるいは請願理由については

多少語弊もあるところもあると思うんですけれど

も、これで決定じゃないよと。一応今後そういう

方向で考えていこうよというところなので。 

 ただ、今、竹田委員も言われたように、竹中市

長の方針的にちょっと、言われるように海手の駅

前広場で終わりそう、新家については終わりそう

なというふうな、僕も多少そういう意向が見えま

したし、そのままでずるずる。これもあれですよ。

約30年にわたって、この前の地区計画を見直しし

たときからほとんど新家の駅前は変わってないで

しょう。あと何年変わりなくそのまま行くのかど

うか。変わらないどころか、店がなくなっていっ

ているんです。銀行がなくなった。それで、薬屋

さんもなくなった。ほかにも何かね、眼鏡屋さん

もなくなったのかな。いろいろなくなっています。 

 そやから、今ちょっと大森委員言われたように、

寂れていくというのはもう目で見てわかるはずな

んですけれども。そういうところも考えた上での

このまちづくり協議会の設立ということであった

ので。その中でやっぱり道が一番先に言われた。

それと、公民館、老朽化して何とかしてくれと。

この２点が大きな意見でありました。 

 それから、地区計画については、どうしようか

という話やったのが、それをメーンに出すか出せ

へんかという、また主要な地権者だけの話になっ

てしまいますので。とにかく道が狭いのを何とか

せい、踏切が危ないのを何とかせい、公民館を建

てかえるか改修せいという御意見で、こういう形

に。ちょっと文章的にもこれ、あくまでも素人が

やっていますので、いろいろプロがこういうふう

に請願を書いたんじゃなしに、一個人がこういう

ふうに考えて書いている請願書なので、いろいろ

不手際はあるかもわかりませんけれども、このと

おりせいとは思ってない。（傍聴席より発言する

者あり）いや、請願の理由。 

 ちょっと委員長、外野席うるさいから、真剣に

言うてるのやから、茶化すようなことになったら

退場。 

○堀口委員長 傍聴の人、静かにしてください。 

○梶本議員 請願の要旨にのっとって、請願の理由

というのは二の次やと思っていただけばいいと思

うので。 

○竹田委員 ありがとうございます。答えていただ

いているかちょっとあれなんですが。 

 そうしますと、ちょっときょう、まちづくり協

議会というのが存在していますと。この中もちょ

っといろいろ考え方もいらっしゃいますよと。少

しまとまりない部分もあるというような、そんな

発言もあったかなと思うんですが。 

 あと、地元の区長さんもどうぞ勝手にやってく

ださいというような、こういうこともあって、お

まけに、行政もなかなか動きそうにもないという

ような、こういう状況の中で、どないしたらいい

んですかね、梶本議員。 

 ただし、1,756名もやっぱりいただいているか

ら、そこが非常にやっぱりこれは重たい話でもあ

りますしね。だから、非常に悩んでいるところが

あるんですけれども。しかし、現実見てみると、

そういう環境の中でどないしようかなというよう

な、あるんですけれども。そのところを明確にお

答えできるようなものがあれば、お聞かせいただ

きたいのがあるんですが。 

 あともう１点、梶本さんの話の中で、やっぱり

この新家の公民館、それと幼稚園の約900坪のこ

の話があるわけなんですけれども。これ、たしか

地元の、これはまさに区長等々、新家には御存じ

のとおり区長連絡協議会ってあるんですけれども、

そこが言っているのは、この公民館、確かに建て

かえをという話がこれはあったと思いますわ。し

かし、今の公民館というのは御存じのとおり非常

に手狭であり、あわせて、全くその駐車場がやっ

ぱりないというのがですね、駅前であるにもかか

わらず。今、民間の駐車場が前にできていますの

でね、相当できているんですけれども。でも、公

民館自身の駐車場がやっぱり欲しいというのがあ

って、建てかえる分については、幼稚園の跡地も

利用して、全体的にやっぱり公民館としてほしい

という、そういう話がたしかあったなというふう
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に思うんですね。 

 だから、そういった意味においては、再三ちょ

っとお話をされていましたけれども、幼稚園跡地

は別に利用してというのはあるんですけれども、

そこもちょっとずれがあるのではないかなという

疑問もありますし。 

 そして、もう１点、やっぱりこの文書でいくと、

素人が書いたのでというお話ありましたけれども、

用地買収等に支弁できますという話があって、ま

さにこれを、しかもその上にファシリティ・マネ

ジメント、ＦＭの話が出ていますから、やっぱり

公民館、それから幼稚園、これをある意味売却し

て、その支弁をもって要するに道路を拡幅したら

どうだというふうに、どうしてもこういう理由に

なってしまうのではないかなというふうに思うの

で、そうなりますと、相当ちょっと地元との調整

がやっぱり難しいのかなという気がするんです。

この点についてお尋ねをさせていただきたいと思

います。 

○梶本議員 これはあくまでも行政に対する請願で

ございますので、一応こういうことも考えられる

でしょうというようなところで書いているだけの

ことで、あえて財政的にほかのとこから引っ張っ

てこれるのでしたら別に問題ないと思いますし。

これ、僕も新家の区長連絡協議会は行っていませ

んので、中の内容はわかりませんけれども、この

５月26日でしたか、このときも宮川区長さんがみ

えていましたので、みずから300から400名の署名

も集めていただいたという話は聞いています。だ

から、そのときで、結局一番あれは公民館の建て

かえですね。それとか改修、何とかしてくれよと

いうのは、これは大きい。 

 ただ、皆さん御存じやと思うんですけれども、

あそこに300坪の田んぼがあるというのが無駄に

生きているんです。それを何とか利用して、有効

活用して何とかできないかというの、もちろん建

てかえできますので、市街化農地ですから建てか

えはできますので、あそこへ建てるのは大丈夫な

ので。そやから、前が広がるという、もちろんそ

ういう話が、財政が許せばの話で。 

 そういうことも含めて、今、消防団もあるんで

すけれども、消防団が昔の幼稚園の園庭で緊急駐

車場に使っているところが、あれで10台以上裏に

とめるようになっていますわね。そやから、まだ

かなり敷地的に余裕があると思うので、市有地が

みすみす、新家の駅の真ん前に大きな土地がある

のに、無駄に遊ばせていいのか、有効活用できれ

ば有効活用してほしいなと思いを含めての話です。 

 ただ、もちろん将来計画的にそのまちづくり協

議会の中でいろいろなコンセンサスができての話

で、大きな面での計画が、地区整備というのがで

きるようであれば、とても今、竹中市長及びこの

行政の中でそこまではやっていただけませんから、

そういうふうにある程度展開が開けたら、また変

わってくると思うんですけれども。 

 ただ、目先のことを考えて、新家の公民館もあ

のままもういつまでももつわけじゃないですし、

僕もある人に聞いて、幼稚園のほうが耐震化でき

ているのかと思ったら、幼稚園も耐震化できてな

いという話で、それじゃ、あそこにかわるわけに

もいかんしなという話で、いろいろ僕も見ている

間にこの問題ができてくる。それで、幼稚園のほ

うで使っている青少年センターですか、これも週

１回だけやっているということなので、これは新

家小学校なり東小学校の空き教室、多分あると思

いますので、その辺のところを使っての活動はで

きると思いますし。 

 そやから、ネックになるのは新家の幼稚園です

ね。元幼稚園、これをどうするかというのも、も

ちろんまちづくりの中で地域の人に考えてもうた

上での話やと思うんですけれども、それに対する

提言というたら提言、アイデアの１つとして考え

ていただければいいと思います。 

○竹田委員 もう最後にしますが。今御説明いただ

きました。この請願の趣旨としては、一番最初に

も地区計画の見直しあるいは道路の拡幅、安心・

安全ですね、公民館の建てかえとあるんですが、

しかし、ちょっと文章的にやっぱりこうやって用

地買収等に支弁できますというふうに、やっぱり

文章となっている部分、ちょっとつらいなと、正

直なやっぱり感想を持つわけであります。 

 確かに新家の南地区を活性するために、ある意

味１つの起爆剤かなというふうに思いますし、先

ほど今がチャンスというようなお話もありました
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が、しかし、もう少し行政、それから地元であっ

たり、当然署名をいただいているから、この方た

ちはこの趣旨に賛同はされているとは思うんです

が、もう少しその辺の合意形成を図りながら、そ

して、文章も言葉足らずのところがひょっとした

らあるのかもしれませんけれども、ちょっときち

っとしたものでいただければなというふうに思う

んですけれども。 

 ちょっと感想になっちゃったんですけれども、

僕の質問は終わらせていただきたいと思います。 

○南委員 もう皆さんと同じような質問なので、簡

潔にお聞きをしたいと思います。 

 先ほどからも出ていますように、この請願の要

旨の中で地区計画の見直し、これ自身が私は大き

なテーマだと。ここで混同している。道路の拡幅

とこの地区計画見直しというのは混同していると

私は思うんです。だから、その辺が、ちょっと書

き方とかいろいろあるでしょうけれども、本来的

には私はどっちが主なのかなというふうにここで

迷ってしまったというのが１点。 

 それから、今、竹田さんも言われたように、最

初、この文章からいくと、新家公民館、新家幼稚

園跡地でいわゆる資金調達を行い云々とあるんで

すが、これでそうするのかなと思うと、紹介議員

の答弁では何か建てかえというお話も出てきまし

たね、公民館の。そうなってくると、そこにお金

が要って、用地買収が用地を一定売っても、公民

館の建てかえでお金が要ってしまう。決してこう

いうふうに用地買収等に支弁できますには私はな

らないと思う。はっきり金額はわかりませんから

漠っとした話ですけれども、そもそもここでこの

資金そのものが私は調達できないと考えます。 

 また、建てかえということになれば、当然地区

の皆さんとの協議も入りますし、だから、下段、

下から４段目ぐらい、ここは請願を受けたほうが

考えたらいい話なんですよ。今はこの公民館云々

とか、当然市長宛てに出すわけですから、そこが

やるというのであれば、そこに私は任せたらいい

と思うんですよ、ここまで書かなくても。 

 だから、やっぱりこう書いておいたほうが通り

やすいかなと思って書きはったんだと思うんです

が、本来的に言えば、これは請願を受けた側が私

は考えるべき文章やと思うので、その辺の感覚も

ちょっと私とは違うんですけれども、どうでしょ

うか。 

○梶本議員 とにかく思った以上にこの請願署名が

早く集まり過ぎたので、慌てたとこもあると。文

章的にも整理がつかないところ、ちょうどこ

れ、10月でしたから議長のかわるときでしたので、

それもあったし、僕もばたばたしていましたし、

いろいろある。その辺のときにこれが出されて、

とにかくこの12月に向けて、ほな、とにかく出し

ましょうかという話になったところはあって、文

章的にはまずい面もいろいろとあると思うんです

けれども。 

 中身については、あくまでも、これは大森委員

も指摘されたと思うんですけれども、５月26日に

行われた新家公民館での協議会設立準備会の席上

で話があったとこから始まったということで聞い

ているので、あれよあれよという間に請願署名が

始まったということで、その請願署名のとりあえ

ずは簡単な文章で、そのときの文章がこの状態や

と思うんです。そこからあまり変えないでそのま

まここへきていると思うんです。そやから、変え

たらまたね、署名をもらった人に違うやないかと

言われるということもありましたので、まだ10人

や20人ぐらいの署名でしたら、途中で変更はきく

けれども、変更がきかない状態で出てしまってい

たというところもあるんです。 

 とにかく道路の拡幅と公民館の、僕も聞かれた

ら、建てかえてもうてよと言うて、これはちょっ

と無理です、泉南市の財政で無理ですよという話

もした中で、改修でもという話もありましたのや

けれども、いろいろこんなことも考えられるやろ

うなという話。 

 それと、今の行政の中でちょっと新家のほうは

もう当分の間向いてくれないのかというような、

ちょっと僕も気がしましたので、早いほうがええ

なと。今から動かしたところで、１年、２年動き

はないでしょうけれども、その間小さなことから

でも１つずつ片づけていけばいいと思いますので。 

 これだけの署名があるから、もしこれ、請願が

通らなかったら、今度はこれを陳情書に変えて、

また市のほうにつついていくというような形をと



 

-44- 

ろうかなと思っておりますし、できれば皆さんの

賛同をいただきまして、議会から市長にこの請願

文書を出していただければありがたいと思います。 

○谷副委員長 紹介議員の梶本議員は本当に長時間

お疲れさまでございました。 

 皆さんあらかたもう質問されて、こっちも聞く

ことがほとんどもうなくなってしまったんですけ

れども、この新家駅、この周辺、この地域におい

ては、本当にここは危険なところだというところ

も本当に我々も認識はするところなんですけれど

も、きょうこの請願、決して利権等があってはな

らないというふうに感じますが、そのようなこと

はないだろうというふうには私は思いますけれど

も。 

 先ほど竹田委員のほうもおっしゃられましたけ

れども、まだ区長、区との話し合いもなかなか今

ついていない段階で、ちょっと出すのが早過ぎた

のかなというふうに私も感じたところでございま

す。もう少し地域の皆様と話し合いながらしっか

りと中身も精査して整理していただいて、また再

度出していただければなというふうに思うんです

けれども。 

 その中で、この半年で1,756件の署名を集めた

ということですけれども、これ、全て新家の方な

んでしょうか。それと、その署名するに当たりま

して、どのようにして署名をされたのか、署名を

書いた方に理由、趣旨等々はきちっと説明してい

るのでしょうか。 

○梶本議員 僕もこの署名に携わってないんですけ

れども、具体的なことはわかりません。聞く話に

よると、大体署名者の８割ぐらい新家地区から。

それとか、その中にももちろん新家で例えば何々

病院とかありますので、山手のほうに。そういう

ところへ通っている人等の署名ももらっている。

それ以外ももちろんありますし、大体新家で住ん

でおられる方の身内さんとか、そういうふうに回

った。 

 署名をメーンで回るに当たって、請願者４名に

なっていると思うんですけれども、この人らが中

心になって、そこからだれそれに頼んで、そこか

らまた回ってもらったとか、先ほども言いました

けれども、新家区長連絡協議会ですか、宮川区長

さんが300か400集めたという話は聞いています。

そやから、この人、大体どっちかというたら楠台

のあの辺から集めておられると思うんですけれど

も、その自分の区の住民さんから集めておられる

と思うんです。それで、あとについては、もう各

この請願者の知り合いから何人かに頼んで、例え

ば１人が10人に頼む、その10人が何人か集める、

こう枝がいったと思うので、説明は、この請願者

の方々はそこまでは多分きっちり説明されている

と思います。 

 とにかく要は道路の拡幅でありますよと。新家

公民館、改修あるいはそのままもちろん置いてお

くと。それがあれを潰すという話がどこから流れ

たのかはわかりませんけれども、それは請願者は

一言も言ってないようなことを言っていました。

地区計画についての、地区計画についてあること

すら知らない人が多かったから、それについては

こういうことでと簡単な説明はしたと思うんです

けれども、それが全部に行き渡っているかどうか

というのは僕としては把握できませんし、ただ、

その請願者４名とそのうちの何人かのああいう話

をその請願者の中から聞いただけの話なので。大

体８割、新家地区で８割というようなことで言わ

れています。 

○谷副委員長 ある程度わかりましたけれども。請

願で書かれた方の中でこのきちっと中身を聞いて

いないという方もおられたという話をちらっと聞

いたので、その請願された方のまた下というか、

周りから聞き伝えてそういうふうに書いた方の可

能性もあるというところなんですかね。 

 なかなかちょっとまだまだ時間がかかるものだ

と思いますので、もう少し中身を精査していただ

いて、再度出していただければなというふうに思

います。 

○堀口委員長 以上で質疑を終結いたします。 

 それでは、梶本議員、席にお戻りください。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○大森委員 請願者の方、大変な努力でこういうた

くさんの署名を集めてこられて、紹介議員もきょ

う一生懸命中身も説明されて、頭の下がる思いな

んですけれども。請願の中身も、ＪＲ新家駅南地

区の安全なまちづくりに関する請願書ということ
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で、安全と聞けば、もう駅前といえば交通安全の

ことだというふうに思うんですけれども、そうい

う中身で大事な問題を真剣に考えて行動されてい

るということには、評価というか、頑張っていた

だいているということで頭も下がる思いなんです

けれどもね。 

 ただ、請願の要旨とか理由にかかわってくると、

やっぱりこの納得できない部分があります。交通

安全とか交通混雑解消についての中身については、

これはもう絶対反対するという立場ではありませ

ん。解決するように取り組んでいかなあかんし、

市にも府にもＪＲにもそういう訴えもしてきまし

たし、不十分でできてないことについては、議員

として本当に反省していますけれども。 

 ただ、要旨とか理由になってくると、地区計画

の部分と交通安全対策とかいうのは直接関係しな

いことだと思います。それに、これを掲げること

によって、この計画、この請願は絶対認められへ

んという方もやっぱり出てきているんですよね。

そういう方なんか、だから、これを書くことによ

って、ますます本当に交通安全、安全なまちづく

りという課題から遠のくような、混乱したり、こ

れはもう認められへんというようなことになって

きている部分があるのでね。 

 請願の理由についても、もっと交通混雑でどん

な現象が起こっているかとか、どれだけ経済的な

損失があるかとかいうようなことを普通なら書く

と思うんですよね。何か反対に土地を売ったらえ

えとか、これも直接交通安全対策には関係ないよ

うな中身を持ってこられてね。 

 こういう住民の皆さんとかがしている請願です

ので、一字一句が間違っているとか間違ってない

とか、少々のことはもちろん大きく見て対応すべ

きだと思いますけれども、ただ、これに関して言

えば、やっぱりもう混乱の原因になったりとか、

意見の違いが乗り越えられへんような中身まで書

いていますのでね。そういう意味から賛成できな

いということです。反対の討論といたします。 

○堀口委員長 ほかはないですか。――――以上で

本請願に対する討論を終結いたします。 

 これより請願第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本請願については、採択す

ることに賛成の委員の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

○堀口委員長 起立少数であります。よって請願第

２号は、不採択とすることに決定いたしました。 

 次に、本委員会の閉会中の継続調査の申し出に

ついてお諮りいたします。 

 お諮りいたします。本委員会の所管事項につき

ましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継

続調査の申し出を行いたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議長

に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに

決定いたしました。 

 なお、閉会中において調査を行う事件につきま

しては、委員長に一任していただきたいと思いま

す。 

 以上で本日予定しておりました議案審査につき

ましては、全て終了いたしました。委員各位にお

かれましては、長時間にわたり慎重なる審査をい

ただきまして、まことにありがとうございました。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に一任していただきますよう、お願いを

申し上げます。 

 これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会

いたします。お疲れさまでした。 

午後４時１１分 閉会 

（了） 
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